
爾
貌
の
戸
籍
と
唐
の
差
科
簿
と
の
関
係
と
課
の
意
味
の
幾
選

一一四

日

衣

中
園
の
力
役
制
度
の
原
則

唐
の
差
科
と
差
科
簿

差
科
務
の
成
立
と
課
の
意
味
の
受
遜

課
の
解
穆
に
つ
い
て
我
が
東
洋
史
拳
者
に
望
む

中
園
の
力
役
制
度
の
原
則

漢
の
武
帝
の
時
に
儒
教
が
園
教
と
定
め
ら
れ
て
か
ら
、
以
後
の
歴

代
の
王
朝
は
、
い
ず
れ
も
と
の
定
め
を
遵
奉
し
て
興
る
所
が
な
か
っ

た
。
従
っ
て
儒
教
に
於
け
る
躍
、
殊
に
周
嘩
や
櫨
記
の
王
制
篇
は
、

中
闘
の
各
時
代
の
法
律
制
度
の
母
艦
を
な
す
に
至
っ
た
。
各
時
代
の

律
令
の
根
源
は
多
く
周
雄
や
瞳
記
の
王
制
篇
に
求
め
る
こ
と
が
出
来

る
。
中
園
の
力
役
制
度
の
根
源
も
矢
張
り
こ
れ
等
の
書
に
求
め
得
ら
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れ
る
。
即
ち
周
陸
地
官
篇
の
卿
大
夫
の
職
掌
の
所
に
、

曾

静

雄

我

音E

歳
時
を
以
て
、
そ
の
夫
家
の
衆
寡
を
畳
め
、
そ
の
任
ず
べ
き
者
を

排
ず
。
圏
中
は
七
尺
よ
り
以
て
六
十
に
及
び
、
野
は
六
尺
よ
り
以

ゆ
る

て
六
十
有
五
に
及
ぶ
ま
で
、
皆
こ
れ
を
征
す
。
そ
の
舎
す
も
の
は
、

- 51ー

圏
中
の
貴
者
・
賢
者
・
能
者
・
公
事
に
服
す
者
・
老
者
・
疾
者
に

し
て
、
皆
舎
し
、
歳
時
を
以
て
そ
の
書
を
入
る
。

と
あ
る
一
文
は
、
力
役
に
従
う
階
級
と
そ
れ
を
特
に
兎
ぜ
ら
れ
る
階

級
と
を
規
定
し
た
重
要
な
史
料
で
あ
っ
て
、
後
世
の
力
投
制
度
の
原

則
は
、
寅
に
こ
の
一
文
に
存
在
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
文
中
に
あ
る
七
尺
と
は
唐
の
貰
公
彦
の
註
に
よ
る
と
二
十
歳
の
.

こ
と
で
あ
り
、
六
尺
と
は
十
五
歳
の
こ
と
で
あ
る
が
、
力
役
に
従
う

も
の
と
し
て
は
、
圏
中
即
ち
都
市
で
は
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の

も
の
、
野
即
ち
郷
村
で
は
十
五
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
の
も
の
で
あ

り
、
勿
論
こ
れ
等
は
男
子
だ
け
で
あ
っ
て
、
女
子
は
力
役
に
従
わ
な
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』
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
周
躍
で
は
力
役
は
都
市
に
は
聴
く
郷

村
に
は
重
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
後
世
に
影
響
し
て
、
後
世
で

も
力
役
は
都
市
に
は
原
則
と
し
て
無
か
っ
た
り
、
文
有
っ
て
も
軽
い

も
の
で
あ
っ
て
、
郷
村
に
は
重
い
力
役
が
諜
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

更
に
周
躍
の
こ
の
一
文
中
の
こ
と
で
後
世
に
非
常
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
も
の
は
、
費
者
・
賢
者
か
ら
老
者

・
疾
者
に
至
る
ま
で
の
階
級
に

劃
し
て
は
、
力
役
が
兎
ぜ
ら
れ
る
、
と
一吉田
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

施
会
の
制
度
と
栴
せ
ら
れ
て
、
周
雄
に
は
こ
の
地
官
篇
卿
大
夫
の
職

掌
の
外
に
も
各
所
に
散
見
し
て
い
る
。
文
春
秋
左
氏
倖
な
ど
に
も
散

見
し
、
更
に
は
文
睦
記
王
制
篇
に
も
こ
れ
と
類
似
の
規
定
が
見
え
て

い
る
。
こ
の
周
離
の
施
舎
に
つ
い
て
は
後
漢
の
郷
衆
及
び
郵
玄
や
唐

の
賀
公
彦
が
詳
し
い
説
明
を
な
し
て
お
り
、
文
王
鳴
盛
の
周
艦
軍
賦

読
の
排
ν

可
ν

任
や
、

王
刑
判
珍
の
周
磁
拳
や
、
我
が
藤
田
幽
谷
の
働
曲
演
或

問
な
ど
に
も
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
説
明
も
こ
れ
は
宗
室
・

有
位
者
・
官
吏
・
公
吏
・
老
人
・
疾
病
者
に
封
す
る
力
投
克
除
の
こ

と
と
し
て
い
る
。
私
も
拙
著
「
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
に
こ
の

」
と
を
詳
論
し
て
あ
る
。
こ
の
施
舎
の
制
度
は
周
か
ら
清
朝
の
滅
亡

に
至
る
ま
で
行
わ
れ
た
力
役
制
度
上
の
織
則
で
あ
る
が
、
不
幸
な
こ

と
に
は
我
が
東
洋
史
率
界
で
は
、
こ
れ
等
官
吏
な
ど
の
特
殊
階
級
に

。。

は
、
力
役
の
外
に
租
税
ま
で
も
兎
ぜ
ら
れ
る
と
一
吉田
う
謬
説
が
一
般
に

行
き
亙
っ
て
殆
ん
ど
事
問
的
常
識
と
な
り
、
こ
れ
か
ら
幾
多
の
弊
害

が
我
が
東
洋
史
皐
に
現
わ
れ
て
来
て
居
る
現
状
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
、
或
は
十
五
歳
か
ら
六

十
五
歳
ま
で
の
男
子
は
カ
役
に
従
う
と
定
め
て
あ
る
周
般
に
は
、
文

力
役
の
期
間
及
び
力
役
の
種
類
の
規
定
も
見
え
て
い
る
。
即
ち
そ
の

地
官
篇
均
人
の
職
掌
に
は
、

ひ
と
し

凡
て
力
政
を
均
く
す
る
に
歳
の
上
下
を
以
て
す
。
豊
年
は
則
ち
公

(
結
ぶ
ヵ
)
に
は
知
子
一
一
一
日
を
用
い
、
中
年
は
則
ち
公
に
は
旬
く

一一
日
を
用
い
、
無
年
は
則
ち
公
に
は
旬
く
一
日
を
用
う
。
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と
あ
り
。
躍
記
の
王
制
篇
に
も
、

民
の
力
を
用
う
る
こ
と
は
、

歳
に
三
日
に
過
ぎ
ず
。

と
見
え
て
い
る
。
周
躍
と
嘩
記
を
合
せ
考
え
る
に
、

一
年
に
三
日
の

力
役
が
原
則
と
言
う
に
あ
る
。
こ
の
力
役
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
後
世
の
均
田
法
完
成
時
代
の
歳
役

(併

協

)
や
普
通
の

雑
佑
に
嘗
た
る
が
、
こ
の
外
に
矢
張
り
均
団
法
完
成
時
代
の
雑
揺
の

特
殊
な
も
の
で
あ
る
雑
役
(柏
崎
一
品
川
雄
色
)
に
蛍
た
る
も
の
の
規
定

も
周
般
に
見
え
て
い
る
。
即
ち
照
躍
の
天

・
地
・

春

・
夏

・
秩
の
各

篇
の
初
め
に
あ
る
序
官
は
、
普
通
の
記
載
で
は
、



大
夫
幾
人
、
土
幾
λ
、
府
幾
人
、
史
幾
人
、
青
幾
人
、
徒
幾
人
、

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
大
夫
と
土
と
は
園
王
が
任
命
し
た
官
吏
で
あ

り
、
府
と
史
と
は
各
官
醸
の
長
官
が
任
命
し
た
背
更
で
あ
る
が
、
膏

と
徒
に
つ
い
て
は
、
鄭
玄
は
-天

官
篇
家
宰
の
序
官
の
所
で
、

こ
れ
民
の
各
役
に
給
す
る
も
の
な
り
。

今
の
衛
土
の
ご
と
し
。

署
円
の
讃
み
は
請
の
如
し
。
其
の
才
知
あ
っ
て
什
長
と
な
れ
る
を
謂

、っ。
と
註
し
て
い
る
。
鄭
玄
は
こ
の
よ
う
な
註
を
周
穫
の
他
の
'
所
で
も
な

し
て
い
る
。
こ
の
周
曜
の
膏
及
び
徒
に
つ
い
て
は
、
私
は
祉
禽
鰹
済

史
率
第
十
五
巻
第
三
・
四
合
併
践
に
載
せ
た
拙
稿
「
中
園
往
古
の
膏

吏
制
度
」
や
法
制
史
研
究
第
一
冊
に
載
せ
た
拙
稿
「
仕
丁
と
采
女
と

女
丁
の
源
流
」
に
既
に
説
明
し
て
置
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
要
す
る

に
周
艦
の
序
官
の
最
下
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
膏
及
び
徒
は
、
民
衆
が

カ
役
の
義
務
と
し
て
各
官
鹿
に
労
働
奉
仕
を
す
る
も
の
を
言
う
の
で

あ
る
。
そ
の
傍
働
は
精
神
妙
働
も
あ
り
、
文
肉
鐙
鉱
労
働
も
あ
る
。
徒

は
十
人
一
組
と
な
り
、
そ
の
一
組
の
長
と
し
て
一
人
の
膏
が
配
置
さ

れ
る
。
か
く
背
及
び
徒
は
力
役
の
一
一
種
で
あ
り
、
し
か
も
鄭
玄
の
上
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記
の
註
に
は
、
こ
れ
を

「
今
の
衛
士
の
ご
と
し
」
と
説
明
を
し
て
い

。

る
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
比
較
読
明
で
あ
っ
て
、
今
、
即
ち
鄭
玄

'
が
生
存
せ
る
漢
の
時
代
の
衛
士
の
制
度
が
、
周
躍
の
膏
徒
に
嘗
る
と

言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
南
者
の
閥
係
に

つ
い
て
も
、

上
掲
の
拙
稿

「仕
丁
と
宋
女
と
女
丁
の
源
流
」
中
に
述
べ
て
置
い
た
が
、

の
衛
士
に
つ
い
て
は
漢
蕎
儀
(
間
一日
捕
時
帰
)
に
、

民
は
年
二
十
三
に
し
て
正
と
な
り
、

一
歳
は
以
て
衛
土
と
な
り
、

こ
の
漢

一
歳
は
材
官
騎
士
と
な
っ
て
射
御
・
騎
馳
・
職
陳
を
習
う
。

略
)
年
五
十
六
に
し
て
老
衰
す
れ
ば
、
乃
ち
蒐
ぜ
ら
れ
て
民
と
な 中

る
。
(
下
略
)

と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
漢
の
衛
士
は
、
男
子
の
歳
二
十
三
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か
ら
五
十
五
に
至
た
る
正
卒
と
絹
せ
ら
れ
る
期
間
中
に
、

一
カ
年
間

従
事
す
る
義
務
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
漢
書
食
貨
志
に

あ
る
萱
仲
告
の
上
言
に
よ
る
と
、
秦
の
制
度
を
継
承
し
た
も
の
で
あ

り
、
文
正
卒
の
開
始
年
齢
も
景
帝
の
時
に
は
二
十
歳
で
あ
っ
た
も
の

が
(
娘
一
均
一
一
昨
紀
)
、
昭
帝
の
時
に
二
十
三
歳
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(語
一
一崎誠
一地
篇
)。
衛
士
は
首
都
の
諸
官
躍
の
使
役
や
警
備
に
任
ず
る

も
の
で
あ
り
、
背
徒
も
亦
、
諸
官
聴
の
使
役
に
任
ず
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
鄭
玄
が
こ
れ
を
同
類
の
も
の
と
し
た
の
は
至
嘗
な
見
解
で
あ

る
。
こ
の
漢
の
衛
土
は
そ
の
在
役
期
間
は
一
カ
年
で
あ
る
か
ら
、
忍
円

徒
の
在
役
期
間
も
亦
一
カ
年
か
、
或
は
そ
の
前
後
の
も
の
で
あ
る
と
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鄭
玄
は
見
倣
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
普
、
通
の
力
役
が
三
日
間
で
あ

る
の
と
は
、

そ
の
性
質
が
大
い
に
異
っ
て
い
る
。

漢
の
衛
土
は
、

そ
の
名
聡
か
ら
す
れ
ば
、
首
都
の
警
備
に
専
念
す

る
兵
士
の
如
く
思
わ
れ
る
が
、
宜
際
は
諸
官
聴
の
使
役
兵
に
、
過
ぎ
な

か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
、

そ
の
後
の
時
代
に
も
行
わ
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
例
え
ば
説
警
告
七
下
、
一
尚
租
孝
文
帝
本
紀
下
に
は
、

代
避
の
土
を
以
て
皆
羽
林
虎
貫
と
な

す
。
司
州
の
民
は
、
十
二
夫
に
一
吏
を
調
し
て
四
年
の
更
卒
と
な

し
、
歳
に
番
伎
を
聞
い
て
以
て
公
私
の
力
役
に
供
す
。

太
和
二
十
年
冬
十
月
戊
成
、

と
あ
る
の
や
、
陪
書
巻
二
十
七
、
百
官
志
の
北
賓
の
官
制
を
述
べ
た

ド
こ
、
ヘ
通
山
内
枇
官
三
十
八
職
官
血
婦
の
J

E

i

r
北
費
職
官
に
も
見
ゆ
。

」

後
費
(
岬
酌
)
の
官
を
制
す
る
や
、
多
く
後
貌
に
循
う
。
(
中
略
)
諸

の
省
蓋
府
寺
よ
り
各
々
そ
の
繁
簡
に
よ
っ
て
吏
を
置
く
。
令
史
・

書
令
史
・
書
吏
の
属
あ
り
。
文
各
・
4

曹
兵
を
置
い
て
以
て
そ
の
役

に
供
す
。
そ
の
員
は
繁
簡
に
よ
っ
て
立
つ
。

と
あ
る
な
ど
、
北
説
や
北
費
で
も
更
卒
と
か
曹
兵
と
呼
ば
れ
る
兵
士

が
、
中
央
諸
官
聴
の
義
務
的
な
使
役
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宋
時

代
の
地
方
の
寧
除
で
あ
る
府
軍
も

そ
の
名
は
軍
除
で
あ
る
が
、
そ

の
任
務
は
多
く
は
地
方
官
醸
の
常
備
人
夫
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
も
、

こ
の
よ
う
な
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

唐
の
差
科
と
差
科
簿

こ
の
よ
う
に
周
躍
に
規
定
さ
れ
て
い
る
力
役
に
は
南
種
が
あ
っ
て

そ
れ
は
一
般
的
の
も
の
と
特
殊
な
も
の
と
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は

後
世
の
カ
役
制
度
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
特
に
西
晋
か

ら
始
っ
て
麿
の
徳
宗
の
時
に
終
る
均
回
法
時
代
の
カ
役
制
度
に
は
、

周
障
の
こ
の
原
則
が
遺
憾
な
く
織
込
ま
れ
て
い
る
。
均
回
法
の
完
成

期
に
於
け
る
力
役
は
、
こ
れ
を
大
別
し
て
歳
役
と
雑
揺
と
に
な
る
が
、
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歳
役
は
中
央
政
府
が
主
催
す
る
も
の
で
あ
っ
て
唐
で
は
廿
日
聞
の
力

役
で
あ
り
、
雑
俸
は
地
方
官
醸
の
主
催
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
唐
で

は
四
十
日
間
の
カ
役
で
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
力
役
に
従
わ
ぬ
場
合
は

物
を
以
て
代
償
す
る
を
要
し
、
歳
役
の
場
合
は
こ
れ
を
腐
と
言
い
、

雑
揺
の
場
合
は
線
じ
て
何
と
栴
し
た
か
は
明
確
に
剣
ら
な
い
が
、
資

課
か
或
は
こ
れ
に
類
似
の
名
栴
で
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か

く
均
国
法
完
成
期
の
力
役
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
が
、
仔
細
に
力
役

の
内
容
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
南
者
の
い
ず
れ
の
原
則
に
も
合
致
し

な
い
力
役
が
存
在
す
る
。
ぞ
れ
は
雑
役
、
或
は
色
役
、
或
は
雑
色
役

な
ど
と
線
稿
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
催
課
す
る
主
韓
は



中
央
政
府
で
も
あ
り
文
地
方
官
聴
で
も
あ
っ
て
、
而
も
そ
の
在
役
期

間
は
一
カ
年
以
上
の
長
期
に
亙
る
も
の
で
あ
る
。
全
く
歳
役
と
雑
繕

と
の
外
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
均
田
法
完
成
期
の
唐
の
制

度
は
力
投
を
以
て
歳
役
と
雑
搭
と
の
こ
つ
に
分
け
て
、
第
三
の
力
役

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

こ
の
雑
役
は
便
宜
上
、
雑
揺
の
中

に。の
包。存
合。在
さ。を
れ。認
てめ

て

な

か
ら

そ
の
特
殊
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
。
我

が
班
回
収
援
法
時
代
の
力
役
制
度
は
、
中
園
の
こ
の
制
度
を
継
承
し

こ
れ
と
同
様
な
も
の
を
賞
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
等
に
つ

い
て
は
私
は
拙
著
「
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
中
に
詳
述
し
て
あ

る。
雑

ι

径
の
特
殊
な
役
で
あ
る
雑
役
(
怜
一
一
b

識
は
雑
色
)
は
、
そ
の
在
役

期
間
が
長
期
に
亙
る
こ
と
が
特
色
と
す
る
所
で
あ
っ
て
、

一
定
期
間

無
交
代
で
勤
務
す
る
の
を
長
上
と
言
い
、
交
代
す
る
も
の
を
番
上
と

言
い
、
無
報
酬
で
公
務
に
服
す
の
が
原
則
で
あ
り
、
そ
の
主
な
る
も

の
は
各
官
鹿
の
使
役
人
と
な
っ
た
り
、
位
官
者
の
俄
人
と
な
っ
た
り
、

文
地
方
郷
村
政
治
機
関
の
責
任
者
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
色

役
人
で
あ
る
。
そ
の
数
も
移
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
大
唐
六
典
巻

戸
部
の
「
凡
賦
役
之
制
有
ν

四
、
一
日
租
、
二
回
調
、
三
日
役
、
四
日
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雑
格
」
と
唐
の
均
田
法
時
代
の
賦
役
四
穫
を
述
ベ
た
所
に
、

開
元
二
十
二
年
、
敬
、
お
も
え
ら
く
、
天
下
無
事
な
り
。
百
姓
の

各
役
は
務
め
て
滅
省
に
従
う
べ
し
と
。
還
に
諸
司
の
色
役
二
十
二

高
二
百
九
十
四
を
減
ず
。

と
あ
る
こ
と
で
も
剣
る
の
で
あ
り
、
玄
宗
の
開
元
二
十
二
年
に
諸
官

臆
の
色
役
人
を
減
少
し
た
敷
が
二
十
二
高
齢
人
に
も
達
す
る
と
言
う

の
で
あ
る
。
尚
お
こ
の
一
文
は
麿
曾
要
巻
八
十
三
租
税
上
に
も
引
用

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
開
元
二
十
二
年
は
開
元
二
十
三
年
に
、
・

二
十
二
高
二
百
九
十
四
は

一
十
二
高
二
百
九
十
四
人
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
中
島
敏
氏
が
既
に
鞠
清
遠
氏
著
唐
代
財
政
司史
の
同
氏
の

課
註
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
。
六
典
と
舎
要
の
い
ず
れ
が
是
な
る
か

は
剣
ら
な
い
。

- 55ー

雑
揺
の
特
殊
な
役
で
あ
る
雑
役
(
純
一戸

関
川
雑
色
)
に
組
括
さ
れ
る

も
の
の
中
で
、
兵
役
は
最
も
重
難
な
役
と
さ
れ
て
い
た
。
惰
・
唐
の

均
団
法
時
代
や
我
が
班
回
収
援
法
時
代
の
府
兵
制
度
は
、
西
規
の
そ

れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
所
で
あ

っ
て
(
精
魂
瑞
)
、
そ
の
兵
役
は
我
が
類
表
三
代
霊
平
八
、

卒
城

天
皇
大
同
四
年
六
月
十
一
日
の
太
政
官
符
、
藤
守加
=増
名
分
一
雇一
"
役
兵

士占
事
の
僚
に
、

右
、
右
京
職
の
解
を
得
る
に
稿
わ
く
、
雑
各
の
中
、

兵
士
は
尤
も
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苦
し
。

と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
我
が
園
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、

中
園
で
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
令
の
候
文
で
も
、
兵

役
は
贋
く
言
え
ば
雑
径
の
一
種
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
一
般

の
雑
繕
か
ら
切
り
離
し
て
、
特
別
な
も
の
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。

例
え
ば
唐
律
疏
議
傘
三
の
名
例
律
に
諸
除
名
者
、
宮
鮮
悉
除
、
課
役

従
=
本
色
-
と
あ
る
僚
の
疏
議
に
、

文
令
に
依
る
に
、
除
名
さ
れ
て
未
だ
舷
せ
ざ
る
人
は
、
役
を
克
ぜ

ら
れ
て
庸
を
職
す
る
も
、
並
に
雑
格
及
び
駐
防
の
限
り
に
在
ら
ず
。

(
原
文
、
文
依
令
、
除
名
未
般
人
、
克
役
職
席
、
並
不
在
雑
各
及

臨
防
之
限
、
)

ど
あ
り
、
文
我
が
養
老
の
賦
役
令
、
除
名
未
ν
厳
の
僚
に
、

凡
て
除
名
さ
れ
て
未
だ
舷
せ
ざ
る
人
は
、
役
を
克
ぜ
ら
れ
て
腐
を

職
す
。
身
を
役
す
る
を
願
う
も
の
は
、
こ
れ
を
ゆ
る
す
。
そ
の
腫

に
腐
を
収
む
べ
き
も
の
も
亦
、
雑
各
及
び
臨
防
の
限
り
に
在
ら
ず
。

と
あ
る
。
こ
の
日
唐
の
二
候
文
は
、
除
名
者
、
即
ち
官
吏
の
名
籍
か

ら
一
時
除
か
れ
た
者
に
劃
す
る
力
役
の
賦
課
を
規
定
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
力
役
と
し
て
は
歳
役
(
肘
抑
制
)
・
雑
名
・
黙
防
の
三
種

を
翠
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
我
が
養
老
の
義
解
は
、

謂
う
は
、
除
名
の
人
は
、
庸
を
験
す
る
の
外
、
更
に
亦
兵
士
及
び

衛
士
に
黙
ず
る
を
得
ず
。

と
説
明
し
、
養
老
の
集
解
に
は
、

律
云
う
、
兵
士
及
び
衛
士
に
恥
ず
る
を
得
ざ
る
を
、
雑
篠
及
び
黙

防
の
限
り
に
在
ら
ず
と
な
す
飲
な
り
。

穴
云
う
、
問
う
、
文
に
云
う
、
躍
に
庸
を
収
む
べ
き
者
と
。
亦
雑

佑
及
び
貼
防
の
限
り
に
在
ら
ざ
る
者
と
。
未
だ
知
ら
ず
、
若
し
身

さ
し
っ
か

を
役
す
る
を
願
い
而
も
聴
さ
る
る
を
得
し
人
は
、
雑
径
に
差
わ

し
、
及
び
艶
防
す
べ
き
か
。
答
え
、
十
日
の
歳
役
は
願
い
に
随
つ
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て
役
す
べ
き
も
、
自
徐
の
雑
径
と
酷
防
と
は
、
す
べ
か
ら
ず
。
云

-r; 。
と
あ
る
。
馳
防
の
駐
は
養
老
の
宮
衛
令
兵
衛
衛
士
の
僚
の
義
解
に
は

し
る

「
少
墨
を
以
て
そ
の
名
上
に
駐
す
な
り
」
と
言
い
、
集
解
の
樟
云
に

は
「
離
は
小
墨
な
り
」
と
説
明
し
て
い
る
如
く
、
墨
を
以
て
マ

l
ク

を
つ
け
て
検
出
す
る
を
言
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
駐
防
と
は
防
人
に

筒
黙
さ
れ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
防
人
は
兵
士
の
一
種
で
あ
る

も
ち
う

が
、
養
老
の
営
繕
令
貯
康
器
杖
の
僚
に
も
「
在
京
の
も
の
は
、
須
る

所
の
調
度
人
力
は
太
政
官
に
申
し
て
昆
分
す
。
在
外
の
も
の
は
、
賞

。
。
。
。
。
。

慮
の
兵
士
及
び
防
人
を
役
し
、
調
度
は
嘗
闘
の
官
物
を
用
う
」
と
あ



っ
て
、
兵
士
と
防
人
と
の
二
名
稿
を
掲
げ
て
匝
別
し
て
居
る
如
く
、

防
人
は
普
通
の
兵
士
の
中
に
は
入
れ
て
取
扱
わ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
防
人
が
兵
役
の
中
で
も
最
も
重
い
特
殊
の
任
務

を
持
っ
て
い
た
の
で
、
特
に
兵
役
の
中
か
ら
こ
れ
の
み
を
抽
出
し
て
、

別
扱
い
に
し
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
る

に
、
こ
こ
に
論
じ
て
い
る
日
唐
令
の
「
雑
格
及
び
貼
防
の
限
り
に
在

ら
ず
」
の
駐
防
と
は
、
兵
役
の
中
の
代
表
的
な
防
人
を
事
げ
て
兵
役

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ず
し
て
防
人
の
み
を
意
味
す

る
と
す
れ
ば
、
雑
径
及
び
防
人
の
限
り
で
は
な
い
が
、
兵
士
の
限
り

で
は
あ
る
こ
と
と
な
り
、
雑
箔
・
防
人
以
外
の
兵
役
に
は
服
す
こ
と

と
な
っ
て
、
甚
だ
矛
盾
に
み
ち
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
出
向
お
筒

融
・
雑
嬉
の
こ
と
は
、
羅
振
玉
の
鳴
沙
石
室
侠
書
に
含
ま
れ
て
い
る

唐
の
水
部
式
に
も
、

河
陽
橋
置
a

水
手
二
百
五
十
人
一

(
中
略
)
其
河
陽
橋
水
手
、
於
=向
陽
鯨
-
取
J
L
百
人
一
(
中
略
)
其
大

陽
橋
水
手
、
出
a
A【
詰
州
一
並
於
a

八
等
以
下
戸
一
取
=
白
丁
灼
然
解
ν
水

快
州
大
陽
橋
置
-
一
水
手
二
百
人
一

者
一
分
篤
a

四
番
一
並
兎
-一課
役
一
不
ν
在
市
征
防
・
雑
=
抽
使
役
一
及
簡
融

之
限
ヘ
云
云
、
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都
水
監
、
一
二
津
各
配
=
守
橋
丁
品
川
人
一
一
於
a
白
丁
・
中
男
内
一
環
a
灼
然

使
v

水
者
-充
、
分
帰
=
四
番
上
下
一
何
不
ν

在
=
筒
臨
及
雑
揺
之
限
「
云

一一品、

と
見
え
て
い
る
。

均
回
法
が
完
成
し
た
唐
に
於
け
る
歳
役
及
び
雑
・
雑
格
役
の
催
課

は
、
そ
の
中
央
的
な
も
の
は
計
帳
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
地
方
的
な
も

の
は
差
科
簿
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
唐
代
の
計
帳
の
賓
物
は
未
だ
裂

見
さ
れ
て
い
な
い
が
、

唐
代
の
差
科
簿
の
賓
物
は
六
種
程
既
に
皐
界

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
四
種
は
歴
史
と
地
理
第
三
十
三
巻
に

連
載
さ
れ
た
那
波
利
貞
博
土
の
論
文
「
正
史
に
記
載
せ
ら
れ
た
る
大

唐
天
費
時
代
の
戸
数
と
口
数
と
の
関
係
に
就
き
て
」
の
中
に
一

種
の

戸
籍
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
ベ
リ
オ
将
来
敦
埋
文
書
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
傍
圏
々
立
聞
書
館
所
臓
の
玄
宗
天
賓
年
聞
の
も
の
で
あ
る
。

- 57ー

他
の
二
種
は
仁
井
田
陸
博
士
著
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
第
十
五
章
戸

籍
の
線
読
の
所
に

一
種
の
戸
口
冊
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
故
中
村

不
折
氏
所
蔵
吐
魯
番
護
見
の
矢
張
り
玄
宗
の
開
元
か
天
賓
頃
の
も
の

で
あ
る
。
こ

の
那
波
博
土
の
言
う

一
種
の
戸
籍
、
仁
井
回
博
士
の
言

う

一
種
の
戸
口
惜
を
ば
私
は
差
科
簿
と
断
定
し
て
、
昭
和
二
十
八
年

に
出
版
し
た
拙
著
「
均
田
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
'
な
ど
で
そ
の
こ
と

を
護
表
し
て
置
い
た
が
、
最
近
、
中
華
人
民
共
和
国
の
王
永
輿
氏
も
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北
京
で
出
版
さ
れ
て
い
る
歴
史
研
究
の
一
九
五
七
年
(
附
和
三
十
二
年
)

十
二
月
設
行
慌
に
「
敦
健
唐
代
差
科
簿
考
稼
」
と
題
し
て
、
私
と
全

く
同
じ
見
解
の
も
と
に
、
前
記
那
波
博
士
紹
介
の
ベ
リ
オ
将
来
敦
煙

文
書
四
種
を
以
て
差
科
簿
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。
私
と
は
全

く
濁
立
し
て
研
究
し
、
私
と
同
じ
結
果
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
差

科
簿
の
こ
と
は
大
麿
六
典
巻
三
十
腕
令
の
職
掌
の
所
に
、

差
科
簿
は

皆
親
し
く
白
か
ら
注
定
し
、

務
め
て
こ
れ
を
均
斉

す。

と
あ
る
如
く
、
こ
の
簿
の
作
成
は
麿
の
均
団
法
時
代
の
腕
令
の
職
掌

の
中
で
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
資
治
通
鑑
巻
二
百
四
十
九
、
唐

の
宣
宗
紀
、
大
中
九
年
夏
閏
四
月
の
篠
に
は
、

詔
す
ら
く
、
州
牒
の
差
役
が
均
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
今
よ
り
鯨

ご
と
に
、
人
の
貧
富
及
び
役
の
軽
重
に
擦
っ
て
、
差
科
簿
を
作
つ

k
z
 

て
刺
史
に
、
途
り
、
検
馨
し
詑
ら
ば
、
令
聴
に
錯
す
。
役
事
あ
る
ご

と
に
、
令
に
委
し
て
簿
に
撮
っ
て
差
を
定
む
。
制
限
尚
一
午
一
己
広
治

と
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
唐
の
宣
宗
の
時
は
既
に
均
回
法
が
崩
壊
し

て
土
地
私
有
制
度
が
行
わ
れ
て
居
り
、
租
・
調
・
庸
・
雑
笹
の
四
種

の
税
役
も
租
・
調
・
庸
が
合
し
て
夏
秋
の
南
税
と
な
り
こ
の
雨
税

と
こ
れ
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
雑
径
と
の
二
者
が
税
役
と
し
て
行
わ
れ

て
い
た
時
代
で
あ
っ
て
、

か
く
雨
税
法
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

も
、
雑
佑
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
催
課
す
る
た
め

の
差
科
輪
開
も
依
然
と
し
て
存
在
し
縞
け
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ

れ
は
次
の
宋
に
も
停
っ
て
、
宋
の
差
役
簿
に
な
っ
た
こ
と
は
胡
三
省

の
註
の
湿
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
差
科
簿
は
ど
こ
ま
で
も
力
役
を
催
諜
す
る
た
め
に
作

き
し
っ
か

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
差
科
と
は
「
力
役
に
差
わ
し
科
す
」

と
言
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
史
料
は
多
数
あ
る
が
、
少

し
事
げ
る
な
ら
ば
、
麿
大
詔
令
集
令
四
、
帝
王
改
元
の
改
=
元
天
費
一
赦
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の
る侍。詔
を了。文
1今主はに
れ
む
は

原
文

孝
慢
は
、

そ
れ
を
し
て
老
を
養
わ
し
め
、

そ
の
喪
に
在

令
其
養
老
、
孝
侵
者
、
持
其

こ
れ
王
政
優
容
と
し
て
、
情
躍
を
申
し
む
る
な
り
。
し

。
。
。
。
O

G

0

0

0

0

0

0

か
る
に
官
吏
は
令
式
に
よ
ら
ず
し
て
、
多
く
雑
役
使
す
(
官
吏
不

侍
丁
者
、

在
爽
)
、

依
令
式
、
多
雑
役
使
)
。
今
よ
り
後
は
、
更
に
然
か
る
を
得
ざ
れ
。

(
自
今
後
、

不
得
更
然
)

と
あ
る
。
こ
れ
は
玄
宗
の
天
賓
元
年
正
月
一
日
に
、
天
賓
と
改
元
し

た
際
に
投
布
さ
れ
た
詔
の
一
節
で
あ
っ
て
、
こ
の
詔
文
は
文
苑
英
華

念
四
百
二
十
一
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
右
に
掲
げ
た
一
節



は
、
侍
丁
や
孝
慢
に
あ
る
者
は
令
式
で
は
力
投
を
兎
ぜ
ら
れ
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
、
官
吏
は
雑
役
を
課
す
る
場
合
が
多
い
の
を
禁
じ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
赦
詔
は
文
奮
唐
書
巻
四
十
八
食
貨
志
上
に
も
そ
の

要
約
が
載
せ
ら
れ
て
あ
り
、
そ
れ
に
は
こ
の
一
節
の
所
は
、

天
賓
元
年
正
月
一
日
の
赦
文
、
(
中
略
)
そ
の
侍
丁
孝
債
は
差
科

を
兎
ず
。
(
原
文
、
其
侍
丁
孝
慢
、
兎
=
差
科
一
)

と
な
っ
て
い
る
。
唐
大
詔
令
集
に
「
雑
役
使
す
る
を
得
ざ
れ
」
と
言

う
所
が
、
蓄
唐
書
で
は
「
差
科
を
兎
ず
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
南

者
を
比
較
す
れ
ば
、
差
科
は
カ
役
催
課
の
こ
と
で
あ
る
は
、
極
め
て

明
か
で
あ
る
。
更
に
こ
の
こ
と
を
一
一
層
明
か
に
し
て
い
る
の
は
、

唐
律
疏
議
巻
三
、
犯
-
一
死
罪
一
非
=
十
悪
-
と
あ
る
僚
の
課
調
依
ν
奮
の
疏
議

侍。
丁。

は

A 
寸ヨ

依
れ
ば

役。
は。
克。
せ・。
ら。
れ。
て。

た
だ
調
及
び
租
を

(
原
文
、
侍
丁
、
依
v
令
、
克
ν

役
、
唯
轍
-
一
調
及
租
一
)

。
。

と
あ
る
こ
と
で
、
先
の
奮
唐
書
食
貨
志
に
「
侍
丁
は
差
科
を
兎
ず
」

と
あ
る
所
が
、
疏
議
で
は
「
侍
丁
は
役
を
兎
ず
」
と
な
っ
て
居
り
、

差
科
と
役
と
は
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
を
こ
れ
亦
明
瞭
に
示
し
て
居

織
す
。

る
。
し
か
も
疏
議
に
は
更
に
「
調
及
び
租
を
輪
す
」
と
言
っ
て
居
る
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が
、
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
差
科
に
は
租
や
調
が
含
ま
れ
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
我
が
養
老
の
令
文
に
も
差

科
の
語
が
あ
り
、
例
え
ば
職
員
令
の
左
衛
士
府
の
僚
に
は
、

督
一
人
、
掌
=
(
上
略
)
衛
士
名
帳
及
差
科
(
中
略
)
事
一

と
あ
る
。
こ
の
差
科
に
劃
し
て
、
義
解
及
び
集
解
で
は
、

義
解
、
謂
う
は
兵
庫
大
臓
に
差
配
す
る
の
類
な
り。

穴
云
う
、
差
科
と
は
、
調
う
は
、
所
々
に
差
充
し
て
、
主
蛍
せ
し

む
る
な
り
。

跡
云
う
、
差
科
と
は
、
謂
う
は
、
衛
士
ら
が
所
々
に
差
充
ざ
る
る

な
り
。
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と
解
揮
し
て
い
る
。
同
様
な
解
揮
が
養
老
の
賦
役
令
の
差
科
の
僚
の

差
科
に
劃
し
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
中
園
の
解
樟
と
は
言
葉
が
異
る

が
意
味
は
同
様
な
も
の
で
あ
っ
て
、
力
役
を
科
す
る
も
の
と
し
て
い

る
。
徳
川
時
代
の
律
令
皐
で
は
最
も
正
し
い
知
識
を
持
っ
て
い
た
と

私
は
思
っ
て
い
る
藤
田
幽
谷
も
、
そ
の
著
の
輸
農
或
聞
で
は
、
こ
の

差
科
に
劃
し
て
「
ヤ
ク
ヲ
カ
ケ
ル
」
と
の
懐
名
を
付
し
て
い
る
。
こ

の
差
科
の
地
方
に
於
け
る
賓
施
は
、
唐
で
は
差
科
簿
に
よ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
差
科
簿
の
賓
例
三
種
を
左
に
掲
げ
よ
う
。

一
、
那
波
利
貞
博
士
紹
介
悌
園
々
立
圃
書
館
所
蔵
敦
埋
文
書
登
録
番

競
第
三
五
五
九
披
の
も
の
。
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武
伯
伍 2
4品目IJ

Zマ略
問、 )

従
イヒ
郷

萱
伯
査
拾
架
人
破
除

武
拾
参
入
身
死

曹
梢
柑

康
希

安
奴
子

羅
忠
子

参
拾
伍
人
逃
走

石
排
羅
壇

安
射
勿
盤
陥

安
将
軍

京
拾
架
人
波
落

羅
勿
沙

曹
羅
漢
陀

石
同
見

{
女
附
迦

康
胡
念

康
之
目
返

参

人

虚

羅
磨
裟

石
伏
願

参

肢

人
安
能
迎

米
炎
帝

曹康
胆フc
議詐

宮
忠
見

萄

宅一
毛 ミ

何
元
賓

(残
り
の
人
名
は
略
す
)

何
山
海

何

進

朝

羅

排
舵

辛
大
慶

安
加
沙

康
庭
芝

(
残
り
の
人
名
は
略
す
)

安
思
明

裳
奉
宣

加
嗣
稼

新
成
長
上

(
残
り
の
人
名
は
略
す
)

史
万
希

掛

康
者
掲

疾

郭
小
緊

何
元
笈

宮
附
利
支

安
薄
鼻

米
任
臓
康
縮
問
鼻

辛
利
連

何
紹

安
思
諌

武
拾
参
入
単
身
土
鎮
兵

参
入
単
身
衛
土

羅
思
明

石
承
慣

安

烏

蘇

密

康
莫
論

李
鵬
子

石
失
念

史
荷
荷

石
室
昏

(残
り
の
人
名
は
略
す
)

査
伯
皐
拾
人
見
在

米
忠
信

萱
拾
人
中
下
戸

安
沙
厄

安
逸
庭

官
同
大
慶

男

安
園

弟

引
吐
迦
寧

海
元

寧
男

弟

米
直毛

弟

大
明

弟

守'守
札徳

弟弟

伏
帝
返

何
小
胡

載
品
川
九

載
廿
八

載
櫛
七

載
廿

載
背
四

載
甘f

載
撒
九

載
背
六

載
背
五

載
甘サ

載
iIIt 前

F
南
達

上
柱
園

上
柱
園
子

衛
士

中
男

上
柱
園
終
服

上
柱
闘
終
服

上
柱
園
朝
衛

上
柱
園
調
衛

上
柱
因
子
弟

四
口
問
孫
子
弟

四
口
問
孫

石
裕
裟

羅
錯
裟

石
A
Z鼻
何

得

俊
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査
拾
人
下
上
戸

(
下
略
)

戸
索
雄
猛

年
illt 

職
丁

戸
王
大
索

年
櫛
五

年
六
十

鎮
兵

二
、
故
中
村
不
折
氏
所
識
の
も
ぬ
二
種
。

A
、
名
山
郷

戸
宋
沼
答

老

交
河
城

戸
一
百
八
十
一
臆
堪
差
科

全
家
外
任

戸戸
戸
劉
度
感

戸
戸
王
行
徹

男男男

戸
一
百
八
十
八
見
在
計

戸
四戸

高
度
揮
妻
劉

戸
曹
温
意
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B
、
戸
張
好
達

右
に
掲
げ
た
三
種
の
も
の
の
中
で
、
故
中
村
不
折
氏
職
A
の
第
二

行
自
に
は
「
戸
一
百
八
十
一
、
臆
ν
堪
=
差
科
こ
と
あ
り
、
差
科
の
た
め

に
作
ら
れ
る
も
の
な
る
を
明
か
に
し
て
い
る
。
而
も
那
波
博
士
紹
介

下
上

の
も
の
も
故
中
村
不
折
氏
臓
の
も
の
も
、
い
ず
れ
も
そ
の
内
容
は
雑

繕
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
雑
役
(
出
鰍
一
と
は
な
川
)
に
関
す
る
記
載
に

満
ち
て
居
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
兵
役
に
つ
い
ず
人
の
も
の
が
多
い
。

- 61-

年
時
九

安
西
戸
曹

下
中

知
牟
日

承
P出

年
五
十

年
廿
八

兵
役
関
係
の
事
項
を
特
に
抽
出
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
説
明

し
た
日
唐
の
令
の
篠
文
に
「
雑
各
及
び
結
防
の
限
り
に
在
ら
ず
」
と

あ
る
こ
と
が
、
そ
の
候
文
通
り
に
賓
際
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

還
問
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

荒
脅
戸
曹

承
件

年
廿
六

承
揮

年
廿
四

下
上

差
科
簿
の
成
立
と
課
の
意
味
の
繁
遷

各
一
日
計
四
日

年
背
九

唐
の
時
に
は
力
役
催
課
の
た
め
に
中
央
に
は
計
帳
が
あ
り
、
地
方

年
五
十
八

に
は
差
科
簿
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
が
、
こ
の
均

団
法
に
於
け
る
計
帳
は
西
鶏
の
時
に
創
め
ら
れ
た
も
の
で
、
周
書
巻

年
六
十
五

老

二
十
三
蘇
縛
俸
に
、
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蘇
科
は
始
め
て
文
案
の
程
式
、
朱
は
出
だ
し
墨
は
入
る
と
、
及
び

計
帳
戸
籍
の
法
を
制
す
。

と
見
え
て
い
る
。
差
科
簿
が
創
め
ら
れ
た
時
は
不
明
で
あ
る
が
、
均

国
法
の
計
帳
の
護
生
の
西
説
頃
か
或
は
そ
れ
以
後
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
上
記
の
蘇
綜
俸
に
「
計
帳
戸
籍
の
法
を
制
す
」
と
あ

る
は
、
計
帳
と
戸
籍
と
は
別
々
の
も
の
で
あ
り
、
計
帳
と
戸
籍
の

種
の
も
の
が
均
団
法
に
於
い
て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
勿
論
、
蘇
綜
の
こ
の
法
の
制
定
以
前
か
ら
中
園
に
は

計
帳
も
戸
籍
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
拙
著
「
均
田
法
と
そ
の
税
役
制

度
」
の
中
に
述
べ
て
あ
る
が
、
こ
の
計
帳
と
戸
籍
を
ば
均
団
法
の
宜

施
に
適
す
る
よ
う
に
改
め
た
の
が
宜
に
蘇
綜
な
の
で
あ
る
。

計
帳
は
元
来
地
方
か
ら
中
央
に
出
だ
す
戸
口
数
な
ど
を
記
し
た
曾

計
報
告
書
で
あ
っ
た
の
を
、
西
説
の
蘇
綜
の
改
正
に
よ
っ
て
謀
役
を

催
す
た
め
の
も
の
、
即
ち
力
役
催
謀
の
た
め
の
も
の
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
計
帳
の
持
つ
使
命
が
非
常
に
異
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
計
帳
を
戸
籍
の
外
に
作
っ
た
と
一
一
言
う
こ
と
は
、
戸
籍
に
は
課

役
催
課
閥
係
の
事
項
は
記
載
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

若
し
戸
籍
に
そ
れ
を
-
記
載
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
戸
籍
の
外
に
計
帳
を

作
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
寅
際
、
文
西
規
以
後
に
作
ら
れ
た
敦

埠
接
見
の
多
数
の
唐
代
の
戸
籍
に
は
、
課
役
即
ち
力
役
催
課
の
事
項

は
一
記
載
さ
れ
て
居
ら
ず
、
力
役
催
課
の
事
項
は
、
既
に
掲
げ
て
置
い

た
差
科
簿
の
例
で
判
る
如
く
、
地
方
の
も
の
は
地
方
の
計
帳
で
あ
る

差
科
縛
に
-
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
で
も
推
知
さ
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
こ
の
こ
と
を
一
一
階
明
ら
か
に
す
る
史
料
が
近
頃
現
わ
れ
た
。
そ

れ
は
山
本
達
郎
博
士
が
東
洋
皐
報
第
三
十
七
告
に
載
せ
た
「
敦
埠
瑳

見
計
帳
様
文
書
残
簡
|
|
大
英
博
物
舘
所
臓
ス
タ
イ
ン
将
来
漢
文
文

書
六
二
ニ
暁
|
|
」
で
紹
介
し
た
雨
魂
時
代
の
敦
埋
の
戸
籍
で
あ
る
。

印

「

西

貌

大

統

十

三

年

J

南
規
の
戸
籍
は
西
暦
五
四
七
年
(
東
貌
武
定
五
年
)
に
作
ら
れ
、
現
在

の
形
は
十
七
枚
の
断
片
を
順
序
不
同
の
ま
ま
貼
り
合
せ
た
も
の
で
あ
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る
。
そ
の
十
七
枚
を
組
合
し
て
見
る
に
、
戸
口
・
土
地
・
租
調
・
力

役
の
こ
と
が
悉
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
麿
の

戸
籍
は
戸
口
と
土
地
が
記
載
さ
れ
、
時
に
は
租
や
調
も
記
載
さ
れ
て

い
る
が
、
力
役
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
も
の
は
全
く
見
嘗
た
ら
な
い
。

こ
れ
は
既
に
述
べ
た
如
く
力
役
閥
係
の
こ
と
は
計
帳
及
び
差
科
簿
に

記
載
さ
れ
る
が
た
め
で
あ
る
。
今
、
左
に
こ
の
雨
親
の
戸
籍
の
中
か

ら
力
役
記
載
の
部
分
を
抽
き
出
し
て
掲
げ
よ
う
。

A 

山
都本

博
士
a.. 
ノJ

類

よ
る
第
五
枚

A 
口

租

南

税

拾

堕

宣車

瞬、



拾

陸

石

{午

E庁

職

組

口

六

陸

老

中‘

男

九
石
五
升
上

五四
石石
蓋五
賀升
口不
計課
丁戸
床上
税税

牛

頭

...L. 
ノ、提都

石

・
不

訴四メ』
ロ

五

{午石石課人

石

課

戸

.iiJf 

折

弱者{

折

職

草

六

圏

五

升

中

一
件
川
畝
蹴

右
件
膿
受
回
壷
傾
萱
拾
陸
畝
足
一
八
十
畝
正

ニ
ハ
畝
‘
薗

下

税

租

草
拾
件
圏

戸

...L. 
ノ、

分

足

未

上

十

男

丁

ロ

廿

良
一
口

丁

参

拾

折
織
草
九
圏
中

提

人

A
は
木
戸
籍
の
第
五
枚
で
あ
り
、

B
は
本
戸
籍
の
第
十
五
枚
で
あ

-63 -

男雑

人
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山
本
博
士
分
類

よ
る
第
十
五
枚

?c 

都
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参
乗?六合

戸

拾

丁

臆

人
南

人
兵

受

回

戸

ー」ー
ノ、

任

る
が
、
こ
れ
は
山
本
博
士
も
上
記
の
同
博
士
論
文
中
に
言
わ
れ
て
い

る
如
く
、
第
五
枚
の
次
に
第
十
五
枚
が
績
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の

調

F市 f交

二
枚
の
文
書
に
は
、
初
め
に
租
の
こ
と
が
書
か
れ
、
次
に
は
力
役
、

虞

昌見侯?閤〔

枚
を
合
せ
て
の
中
央
部
に
嘗
り
、
「
都
合
課
丁
男
参
拾
架
人
」
の
行
に

始
っ
て
、
「
乗
二
人
」
の
行
に
至
る
ま
で
で
あ
る
。
課
丁
男
三
十
七
人

そ
の
次
に
は
受
回
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
力
投
の
部
分
は
二

定
升十

人

の
力
役
の
配
分
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
に
掲
げ
た
那

人

波
博
士
紹
介
の
唐
の
差
科
簿
と
比
較
す
る
に
、
非
常
に
類
似
し
て
い

る
こ
と
が
、
護
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
唐
の
差
科
簿
で
は
、
最
初
に

参

拾

参
足

郷
を
単
位
に
カ
役
該
蛍
者
の
総
数
を
言
い
、
次
に
事
故
者
の
総
数
と
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そ
の
細
分
と
を
述
べ
、
そ
れ
か
ら
見
在
者
の
総
数
と
そ
の
戸
等
に
よ

る
細
分
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
両
親
の
戸
籍
の
場
合
は
、
初
め
に

課
丁
男
の
総
数
を
言
い
、
，
次
に
雑
任
伎
(
役
)
の
該
蛍
者
の
総
数
と
そ

の
細
分
と
が
述
べ
ら
れ
て
居
り
、
そ
れ
か
ら
定
見
と
し
て
兵
役
該
雷

者
の
総
数
と
そ
の
細
分
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
雨
貌
の

場
合
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
、
少
し
く
述
べ
よ
う
。

課
丁
男
総
数
三
十
七
人
の
中
で
五
人
が
雑
任
役
に
服
す
と
言
い
、

次
に
そ
の
雑
任
役
の
内
容
と
、
そ
の
各
々
に
服
す
人
数
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
五
人
の
中
の
一
人
は
、
山
本
博
士
の
解
誼
で
は
「
粥
附
」

と
な
っ
て
い
る
。
私
は
本
文
書
の
篤
員
を
見
た
結
果
、
こ
れ
は
「
障

附
」
即
ち
「
隈
師
」
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
隈
即
ち
塙
の
古
字
は
障
で

あ
り
、
又
自
と

F
と
は
、
盈
の
古
字
を
聾
と
も
墜
と
も
書
く
こ
と
で

も
判
る
如
く
、
こ
れ
は
相
通
ず
る
こ
と
か
ら
、
防
は
師
と
見
倣
す
の

で
あ
る
。
隈
師
と
は
隈
の
保
護
の
任
に
蛍
る
者
を
一
一
一
ロ
う
の
で
あ
ろ
う
。

那
波
博
士
紹
介
の
差
科
簿
の
中
に
も
渠
頭
、
壁
主
、
市
壁
師
な
ど
、

こ
れ
と
同
類
の
名
稿
が
見
え
て
い
る
。

隈
師
の
次
の
行
は
第
十
五
枚
の
最
初
に
嘗
た
る
の
で
あ
る
が
、
惜

し
い
こ
と
に
は
切
り
取
ら
れ
て
殆
ん
ど
残
っ
て
居
ら
ず
、
僅
か
に
最

下
部
に
酔
の
一
字
が
ほ
ぼ
明
瞭
な
形
で
残
っ
て
居
る
。
首
時
の
雑
任

役
に
属
す
る
俄
人
の
一
種
に
直
閤
或
は
防
閤
と
絹
せ
ら
れ
る
も
の
が

あ
り
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
私
は
謹
林
第
五
巻
第
五
競
所
載
拙
稿

「
日
唐
の
俄
人
制
」

故
に
こ
の
行
は
多
分
ー寸

に
述
べ
て
あ
る
。

人
直
閤
」
か
「
二
人
防
閤
」
と
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書

。
の
閤
の
文
字
の
上
に
極
く
僅
に
残
っ
て
い
る
左
側
だ
け
の
文
字
の
形

は、

F
で
は
な
く
直
の
字
の
左
上
部
の
形
で
あ
る
故
、
直
閤
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
二
人
と
し
た
理
由
は
、
雑
任
役
は
純
計

五
人
で
あ
り
、
そ
の
内
一
人
は
隈
師
、
二
人
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る
虞

候
で
あ
る
か
ら
残
り
は
二
人
で
あ
り
、
こ
の
二
人
が
一
行
を
な
す
人

数
で
あ
れ
ば
、
直
閤
或
は
防
聞
が
二
人
と
な
る
課
で
あ
る
。
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雑
任
役
五
人
の
最
後
の
行
は
「
二
人
虞
侯
」
で
あ
る
。
虞
候
は
規

書
巻
十
八
、
康
陽
王
深
停
に
も
「
た
だ
虞
候
・
白
直
と
な
る
」
と
あ

る
如
く
、

昔
時
既
に
存
在
し
た
軍
鎮
に
於
け
る
幕
僚
の
一
種
で
あ

る

以
上
の
五
人
が
雑
任
役
に
充
賞
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
縮
政
三
十

七
人
の
中
か
ら
五
人
を
除
い
た
残
り
三
十
二
人
は
兵
士
の
要
員
で
あ

り
、
こ
れ
を
ば
「
参
拾
雨
人
定
田
市
(
見
?
)
」
と
言
う
理
由
は
不
明
で

あ
る
が
、
定
田
市
は
「
定
ま
り
現
在
す
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
養
老
の

戸
令
の
新
附
の
僚
に
「
見
住
に
従
っ
て
定
と
な
す
(
従
見
住
帰
定
)
」



と
あ
る
の
と
同
義
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
十
二
人
の
内
課
は
、
三
十

人
が
六
丁
兵
と
て
六
丁
男
が
一
組
と
な
っ
て
一
年
を
二
カ
月
宛
番
上

勤
務
す
る
兵
士
で
あ
り
、
残
り
の
二
人
は
乗
即
ち
剰
員
で
預
備
員
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
府
兵
制
度
が
創
め
ら
れ
た
の
は
西
魂
の

時
で
あ
り
、
雑
繕
の
制
度
が
確
立
し
た
の
は
、
計
帳
の
制
度
が
出
来

た
西
説
か
或
は
そ
れ
以
後
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
雑
笹

の
中
に
兵
役
が
雑
笹
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
雑
役
(
均
一
V
誠
一
見
一
色
)

の
一
種
と
し
て
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
唐
代
に
於
い
て
も
、

兵
役
は
雑
各
・
雑
役
よ
り
切
り
離
し
て
取
扱
う
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と

は
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
こ
の
雨
鶏
の
戸
籍
は
私
が
既
に
こ
れ
ま

で
度
々
述
べ
て
来
た
如
ぐ
、
北
規
・
東
魂
・
北
費
の
系
統
に
麗
し
、

北
規
末
頃
の
制
度
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
酉
貌
・

北
周
の
影
響
は
受
け
て
い
芯
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
北
規
時
代
|

ー
す
く
な
く
と
も
北
貌
末
・
爾
貌
初
時
代
ー
ー
に
は
、
兵
役
は
雑
任

役
の
外
の
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
商
魂
の
戸

籍
で
明
か
に
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
が
後
々
に
ま
で
影
響
し

て
、
.
兵
役
が
雑
揺
|
|
詳
し
く
言
え
ば
雑
格
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る

雑
役

illの
中
に
包
含
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
唐
代
で
も
、
そ
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の
痕
跡
が
残
り
、
我
が
圏
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

既
に
前
節
で
述
べ
た
所
で
あ
る
。

こ
の
雨
規
の
戸
籍
で
特
に
注
意
さ
る
べ
き
は
雑
任
役
と
稀
す
る
制

度
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
雑
任
役
の
内
容
は
、

後
の
雑
役
(
純
晴
子
一
刊
川
雄
色
)
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
雑
役
は
唐
で
は

雑
揺
の
中
に
包
含
さ
れ
て
そ
の
特
殊
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
所
で
あ
り
、
文
唐
の
雑
役
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
演
口
重
園
博
士
が
東
洋
事
報
第
二
十
巻
第
四
披
に
載
せ
た
論

文
「
唐
に
於
け
る
雨
税
法
以
前
の
格
役
傍
働
」
や
、
鞠
清
遠
氏
著
唐

代
財
政
史
(
桝
一
軸
械
ほ
の
)
の
第
五
章
第
一
節
「
色
役
興
品
賞
課
こ
及
び

陶
希
聖
・
鞠
清
遠
雨
氏
共
著
唐
代
経
済
史
士
ハ
花
鰍
哉
・
岡
本
午
二

戸
商
氏
共
務
の
本
あ
り
」

の
第
七
章
第
四
節
「
色
役
輿
=
責
課
亡
な
ど
に
論
述
さ
れ
て
居
り
、
そ
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の
雑
揺
は
課
役
の
諜
に
嘗
た
る
こ
と
も
私
が
十
敏
年
来
主
張
す
る
所

で
あ
る
が
、
そ
の
雑
笹
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
雑
役
の
制
度
が
既
に

雑
任
役
の
名
稿
で
北
魂
末
・
南
貌
初
の
頃
ま
で
に
確
立
し
て
い
た
こ

と
が
、
・
本
戸
籍
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
向
お
雑

任
役
の
名
稽
も
雑
任
の
語
で
唐
の
律
令
中
に
は
残
り
、

一
般
に
は
雑

役
、
色
役
、
雑
色
役
と
稿
せ
ら
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
前
時
代
の

名
残
り
を
留
め
て
い
た
。
こ
の
雑
任
の
語
は
我
が
園
に
も
俸
来
し
て

我
が
制
度
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
誌
で
論
ず
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る
筈
で
あ
る
。
又
こ
こ
で
注
意
し
て
貰
い
た
い
こ
と
は
、
こ
の
論
文

で
取
扱
っ
た
本
雨
貌
の
戸
籍
第
五
枚
の
力
役
の
部
分
の
最
初
の
第
一

。

。

。

。

。

。

行
に
「
都
合
課
丁
男
参
拾
提
人
」
と
あ
る
課
丁
男
の
三
字
で
あ
る
。

課
丁
男
と
書
か
れ
て
あ
る
は
、
本
雨
説
の
戸
籍
で
は
こ
の
第
五
枚
だ

け
で
、
他
は
悉
く
丁
男
、
丁
女
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
而
も
こ

の
静
子
持
三
十
七
人
が
負
櫓
す
る
も
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

雑
任
役
で
あ
り
、
兵
役
で
あ
る
。
殊
更
に
課
丁
男
と
記
し
て
、
そ
の

も
の
が
負
措
す
る
雑
任
役
と
兵
役
と
を
翠
げ
て
い
る
の
は
、
課
丁
男

と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
丁
男
が
特
別
に
こ
の
よ
う
な
力
役
に
従
う
も
の

。
。
。
、

な
る
を
雄
緯
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
課
丁
男
の
課
が

意
味
す
る
も
の
は
雑
任
役
で
あ
り
、
兵
役
で
あ
る
を
明
瞭
に
示
し
て

い
る
に
他
な
ら
な
い
。

私
は
こ
こ
十
数
年
来
、
中
園
均
田
法
の
起
源
を
な
す
耳
目
の
占
田

課
国
法
に
現
わ
れ
る
課
は
力
役
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
後
に
均
回
法

の
税
役
と
し
て
の
一
日
租
、
二
回
調
、
三
日
歳
役
、
四
日
雑
揺
の
四

種
の
制
度
が
確
立
し
て
か
ら
の
課
は
、
雑
搭
を
意
味
す
る
も
の
な
る

を
主
張
し
て
来
た
。
そ
れ
等
は
ま
と
め
て
昭
和
二
十
八
年
六
月
護
行

の
拙
著
「
均
団
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
の
中
に
述
べ
て
あ
る
。
更
に

は
、
均
旧
法
の
完
成
し
た
唐
の
前
の
惰
時
代
に
課
が
雑
格
の
特
殊
な

も
の
で
あ
る
雑
役
を
特
に
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
を
知
り
、
こ
れ
も

拙
著
「
均
団
法
と
そ
の
税
役
制
度
」
の
第
四
章
隔
の
土
地
税
役
制
度

の
所
に
一
寸
鰯
れ
て
置
い
た
が
、
昭
和
三
十
年
一
月
護
行
文
化
第
十

九
谷
第
一
一
統
所
載
「
麿
の
戸
税
と
地
頭
銭
と
青
苗
銭
の
本
質
」
に
は

そ
の
こ
と
を
詳
し
く
述
べ
て
置
い
た
。
そ
れ
は
情
書
巻
二
十
四
食
貨

志
に
、

け
い

。

開
皇
八
年
五
月
、
官
同
穎
奏
す
ら
く
、
諸
州
の
課
の
調
の
無
き
慮、

及
び
課
あ
る
州
も
管
戸
数
の
少
な
き
も
の
は
、
官
人
の
椋
力
は
乗

前
己
来
、
随
近
の
州
よ
り
出
だ
す
。
た
だ
判
官
は
本
と
牧
人
た
り
。
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役
力
は
理
と
し
て
部
す
る
所
よ
り
出
だ
す
べ
し
。
諮
問
う
ら
く
は
管

す
る
所
の
戸
内
よ
り
、
戸
を
計
っ
て
税
せ
よ
と
。
文
帝
之
れ
に
従

、「
ノ。

と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
高
頴
が
地
方
官
の
使
役
人
で
あ
る
幹
や
事

力
の
差
出
方
法
の
不
合
理
を
指
摘
し
て
、
こ
の
改
正
を
惰
文
帝
に
要

求
し
た
上
奏
文
で
あ
る
。
幹
や
事
力
は
直
閤
防
閤
虞
候
と
同
様
に
義

務
的
に
官
人
に
奉
仕
す
る
雑
任
役
即
ち
雑
役
の
一
種
で
あ
り
、

そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
私
は
事
林
第
五
巻
第
五
蹴
所
載
拙
稿
「
日
唐
の
俄

人
制
」
に
述
べ
て
あ
る
が
、
そ
の
幹
や
事
力
の
こ
と
を
こ
の
上
奏
で

は
「
諸
州
の
器
の
調
(
明
間
)
の
無
き
慮
、
及
び
-
齢
、
あ
る
州
も
管
戸
数



の
少
な
き
も
の
は
、
官
人
の
糠
力
(
一
刊
誌
は
一
)
は
、
乗
前
己
来
、
随

近
の
州
よ
り
出
だ
す
。
云
云
」
と
あ
る
如
く
、
課
の
字
を
用
い
て
い

る
。
か
く
惰
時
代
の
課
の
用
例
に
雑
役
(
山
町
内
一
説
川
崎
色
)
を
特
に
意

味
す
る
も
の
が
あ
る
を
知
っ
て
い
た
私
は
、
今
、
惰
の
前
で
晋
の
後

で
あ
る
雨
説
の
戸
籍
に
、
課
と
雑
役
及
び
兵
役
と
の
関
係
を
示
す
重

要
な
上
述
の
如
き
記
事
が
あ
る
に
気
づ
き
、
課
の
意
味
の
獲
遷
が
極

め
て
明
瞭
に
な
っ
て
来
た
こ
と
を
費
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は

均
団
法
の
最
初
を
な
す
晋
時
代
の
税
役
制
度
で
は
、
課
は
力
役
を
意

味
し
て
い
た
も
の
が
、
北
説
が
文
均
団
法
を
行
い
、
こ
れ
に
伴
う
税

役
制
度
を
寅
施
す
る
に
際
し
て
は
|
|
す
く
な
く
と
も
北
親
末
期
の

頃
に
は
|
|
課
は
周
躍
の
背
徒
の
系
統
に
属
す
る
雑
任
役
や
兵
役
の

如
き
力
投
の
特
殊
な
も
の
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、

や
兵
役
、
が
合
瞳
し
て
雑
役
(
舶
は
ほ
討
滞
色
)
と
な
っ
て
雑
笹
の
系
列

に
加
わ
り
、
そ
の
特
殊
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
に
至
っ
た
唐
で
は

こ
の
雑
任
役

そ
れ
ま
で
雑
役
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
課
を
借
り
て
、
康
く
雑
笹
全
瞳

の
代
名
詞
と
な
す
に
至
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

(
舶
は
ほ
討
滞
色
)
の
代
償
を
骨
骨
と
栴
す
る
の
は
、
本
来
の
課
の
意
味

を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
責
課
と
は
寸
課
を
た
す
け
る
」
と
の

唐
代
の
雑
役
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意
に
他
な
ら
ず
、
銭
物
を
以
て
課
の
寅
役
に
従
う
代
り
の
も
の
と
す

る
意
に
他
な
ら
な
い
。
費
課
が
雑
役
も
含
め
た
雑
各
全
瞳
の
代
償
の

意
味
に
ま
で
護
展
し
た
か
否
か
は
、
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
課
の

意
味
の
護
展
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と

で
あ
る
。
唐
代
の
費
課
に
つ
い
て
は
鞠
清
遠
氏
著
唐
代
財
政
史
第
五

章
第
一
節
「
色
役
輿
=
賞
課
こ
や
陶
希
聖
・
鞠
清
遠
雨
氏
共
著
唐
代
経

諸
問
史
第
七
章
第
四
節
「
色
役
輿
=
費
課
-
」
に
も
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

四

課
の
解
轄
に
つ
い
て
我
が
東
洋
史
皐
者
に
望
む

私
は
今
回
南
規
の
戸
籍
に
現
わ
れ
て
い
る
新
事
賞
に
よ
っ
て
、
晋
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の
占
田
・
課
田
法
に
見
え
る
課
を
ば
力
役
と
解
す
る
こ
と
か
ら
、
麿

の
均
団
法
に
現
わ
れ
る
課
役
・
課
口
不
課
口
・
課
戸
・
不
課
戸
な
ど

の
課
を
ば
、
雑
笹
と
解
す
る
に
至
た
る
襲
遷
の
道
程
を
明
か
に
す
る

こ
と
が
出
来
た
。
雨
規
の
戸
籍
に
は
種
々
新
し
い
事
賓
が
記
載
さ
れ

て
い
て
、
こ
れ
は
中
園
の
均
団
法
、
更
に
は
こ
の
影
響
を
う
け
た
日

本
の
班
回
収
授
法
の
研
究
に
は
紋
く
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
史
料

な
の
で
あ
る
。
北
貌
の
均
団
法
の
賞
態
が
よ
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

特
に
課
は
何
を
意
味
す
る
か
は
、
極
め
て
明
瞭
に
示
さ
れ
で
い
る
の

で
あ
っ
て
、
本
論
で
取
扱
っ
た
こ
の
戸
籍
文
書
の
第
五
枚
に
は
、
本

論
文
中
に
掲
げ
て
あ
る
を
見
れ
ば
剣
る
如
く
、
雑
任
役
の
負
搭
者
と
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し
て
の
課
丁
男
の
こ
と
が
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
外
に
、

不
課
戸
や
位

官
者
と
し
て
謀
役
が
兎
ぜ
ら
れ
て
不
課
ロ
と
な
っ
て
い
る
蓋
賓
が
税

租
を
負
櫓
し
て
い
る
事
貨
が
記
載
さ
れ
て
居
り
、
文
本
論
文
に
は
引

用
し
な
か
っ
た
が
第
六
枚
に
は

「都
合
調
布
参
拾
参
匹
参
丈
捌
尺
、

五
匹
査
資
」
と
あ
っ
て
、
同
じ
く
謀
役
を
克
ぜ
ら
れ
て
不
課
口
と
な

。

っ
て
い
る
蓋
資
が
調
を
負
携
し
て
い
る
事
賞
が
記
載
さ
れ
て
居
り
、

第
十
二
枚
に
は
戸
主
劉
文
成
が
輩
在
将
軍
と
な
っ
た
が
た
め
に
蓋
資

と
な
り
、
家
族
七
人
が
全
部
不
課
口
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
戸
籍
に
「
計
布

一
匹
、
計
腕
二
斤
、
計
租
(
刊
の
)
四
石
」
と
あ

る
如
く
、
こ
の
劉
文
成
一
家
は
租
も
調
も
負
携
さ
せ
ら
れ
て
い
る
事

賓
が
見
え
て
い
る
。
又

一
方
、
本
戸
籍
文
書
に
は
他
に
多
く
の
課
口

0

0

 

・
謀
戸
が
租
と
調
と
を
負
櫓
し
て
い
る
事
質
も
記
枕
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
等
の
諸
事
貨
を
総
合
し
て
判
断
す
れ
ば
明
か
な
如
く
、
謀
役

・

課
口

・
不
課
口

・
課
戸

・
不
課
戸
の
課
は
調
や
租
と
は
無
関
係
で
あ

る
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、

仁
井
田
陸
博
士
や
鈴
木
俊
氏
を
始

め
と
す
る
課
即
租
調
論
者
及
び
そ
の
同
調
者
達
が
盛
ん
に
唱
え
る
所

の
諜
は
租
と
調
と
で
あ
り
、
従
っ
て
課
役
と
は
租
と
調
と
庸
(
時
捌

時
い
い
)
と
で
あ
る
が
、
そ
の
三
者
を
負
捻
す
る
も
の
が
諜
口
で
あ
り
、

L
T
'
un"

、

そ
れ
を
負
推
し
な
い
も
の
が
不
謀
口
で
あ
る
と
な
す
築
設
は
、
こ
の

雨
規
の
戸
籍
の
出
現
に
よ
っ
て
、

ぞ
れ
が
全
く
の
誤
謬
で
あ
る
こ
と

が
極
め
て
明
白
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
課
即
租
調
論
の

E
頭
で
あ
る

仁
井
田
陸
博
士
は
、
史
筆
雑
誌
第
五
十
六
編
第
三
銃
所
載
同
氏
論
文

「唐
律
令
上
の
謀
役
制
度
||
曾
我
部
救
援
の
新
設
を
読
み
て
|
|
」

の
頁
九
で
、

麿
令
に
よ
る
と
、

い
ふ
ま
で
も
な
く
覗
流
内
九
口間
以
上
の
官
、
定

年
に
満
た
、ざ
る
男
子
、
及
び
老
男
、
廃
疾
、
部
曲
客
女
、
奴
糾
は

不
課
口
で
あ
る
。
そ
の
不
課
に
は
力
役
を
含
む
こ
と
に
就
て
は
問

題
は
な
い
が
、
租
調
を
も
含
む
と
し
な
け
れ
ば
、
官
吏
を
は
じ
め

- 68← 

老
男
、
妻
妾
、
部
曲
奴
紳
等
は
、
加
何
な
る
直
接
の
規
定
が
あ
っ

て
、
以
て
そ
の
租
調
の
負
鎗
を
兎
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ら
う
か
、

解
聴
が
つ
か
な
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
述
べ
て
、

不
課
口
は
租
調
庸
の
負
捻
は
な
い
と
確
言
し
て
居
る
の

で
あ
り
、
他
の
巨
撃
鈴
木
俊
氏
は
東

E
第
七
巻
第
九
蹴
所
載
同
氏
論

文

「唐
代
の
戸
籍
と
税
制
と
の
関
係
に
就
い
て
」
の
頁

一
一
四
で
、

談
役
と
は
均
田
制
と
密
接
不
可
分
離
な
閥
係
に
あ
る
租
庸
調
三
・
者

の
負
拾
を
い
ひ
、
二
十
一
歳
以
上
五
十
九
歳
迄
(
此
の
年
齢
は
時

代
に
よ
っ
て
多
少
の
相
異
が
あ
る
)
の
丁
男
に
し
て
百
畝
の
回
を

受
け
る
者
は
何
れ
も
此
の
義
務
を
有
し
、
遁

HA一
食
貨
七
丁
中
の



僚
に
「
戸
内
に
課
口
あ
る
者
を
謀
戸
と
な
し
、
課
ロ
無
き
者
を
不

課
戸
と
な
す
」
と
見
え
、
課
口
と
は
租
庸
調
三
者
の
義
務
を
有
す

る
者
を
き
ロ
ひ
、

不
諜
口
と
は
そ
の
三
者
の
義
務
の
全
然
無
い
者
を

吾
首
ふ
。

と
述
べ
て
、
仁
井
田
博
士
と
同
様
に
課
口
は
租
調
腐
の
負
権
者
、

課
ロ
は
こ
の
三
者
の
非
負
携
者
で
あ
る
と
明
瞭
に
定
義
し
て
い
る
。

他
に
も
こ
の
二
氏
と
同
様
な
定
義
を
な
す
拳
者
達
が
あ
り
、
文
こ
れ

等
を
強
力
に
支
持
す
る
多
く
の
事
者
達
も
存
在
す
る
。
我
が
東
洋
史

事
界
の
主
流
は
事
げ
て
こ
の
皐
読
の
主
唱
者
か
乃
至
は
遵
奉
者
で
あ

る
と
稿
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
等
の
皐
者
達
が
唱
え
る
こ
の

課
は
租
調
で
あ
る
と
言
う
皐
説
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
敦
陸
護

見
の
こ
の
雨
競
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
如
き
不
課
口
・
不
課
戸

が
租
調
を
負
擁
す
る
と
言
う
事
賓
は
紹
劃
に
無
い
筈
で
あ
る
。
仁
井

回
・
鈴
木
二
氏
は
上
記
引
用
の
如
く
不
課
口
は
庸
の
外
に
租
調
も
負

携
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
は
っ
き
り
一言っ

て
居
る
。
而
も
仁
井
田
・

鈴
木
二
氏
を
始
め
と
す
る
謀
即
租
調
論
者
、
並
び
に
そ
の
同
調
者
達

は
い
ず
れ
も
敦
埋
文
書
に
は
極
め
て
親
矢
し
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
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敦
憧
戸
籍
を
最
も
一両
く
評
債
し
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
こ
の
両
親
の

戸
籍
は
課
即
租
調
論
の
忠
賓
な
同
調
者
で
あ
る
山
本
達
一郎
博
士
に
よ

っ
て
新
た
に
我
が
皐
界
に
紹
介
さ
れ
た
事
賞
も
十
分
知
っ
て

い
る
人

人
で
あ
り
、
又
こ

の
雨
規
の
戸
籍
に
現
わ
れ
て
い
る
課
に
つ

い
て
速

か
に
意
見
を
斑
表
す
る
よ
う
に
私
が
要
求
し
て
い
る
の
も
十
分
知
つ

不

て
い
る
人
々
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
南
競
の
戸
籍
に
照
し
て
課
即
租

調
論
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
判
定
を
下
し
得
る
最
適
任
者

達
で
あ
り
、
文
そ
れ
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
責
務
が
あ
る
皐
者
達
で

も
あ
る
。
然
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
等
課
即
租
調
論
者
及
び
そ
の
同

調
者
達
は
、
こ
の
南
貌
の
戸
籍
に
劃
し
て
は
、

一
費
に
ソ
ッ
ポ
を
向

け
て
無
関
心
の
態
度
を
採
り
、
今
日
に
至
る
も
我
が
皐
界
に
は
、
こ

れ
等
事
者
の
中
か
ら
雨
貌
の
戸
籍
を
取
扱
う
皐
者
が
只
の
一
人
も
現
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わ
れ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
一
方
で
は
今
以
て

課
は
租
と
調
と
で
あ
る
と
喜一一ロう
こ
と
を
盛
ん
に
主
張
し
て
居
る
の
で

あ
る
。
恐
ら
く
今
後
も
盆
々
盛
ん
に
唱
え
績
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

私
は
課
即
租
調
論
者
及
び
そ
の
同
調
者
達
の
こ
の
研
究
態
度
を
極

め
て
遺
憾
に
思
う
の
で
あ
っ
て、

こ
の
よ
う
な
現
象
は
我
が
東
洋
史

皐
界
に
於
い
て
の
み
見
ら
れ
る
特
異
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
が
東
洋

史
皐
界
に
も
、過
去
に
は
こ
の
よ
う
な
現
象
は
決
し
て
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
取
扱
え
ば
そ
の
主
張
す
る
課
即
租
調
論
を
直
ち
に
放
棄
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
火
を
暗
る
よ
り
も
明
か
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
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う
な
行
潟
に
敢
然
と
出
る
こ
と
こ
そ
は
、
民
平
に
志
す
者
の
必
ず
採
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
究
態
度
で
あ
り
、
文
研
究
に
於
け
る
フ
ェ
ア

-
プ
レ
!
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
私
は
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
諜
卸
租
調
論
者
や
そ
の
向
調
者
達
に
こ
れ
ま
で
再
三
考

慮
を
要
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
同
学
者
達
は
全
く
聴
き
容
れ
な

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
の
深
く
憂
慮

F
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な

皐
風
が
我
が
東
洋
史
筆
界
を
風
廃
す
る
に
至
る
の
で
は
な
い
か
と
宇
一言

う
こ
と
で
あ
る
。
我
が
東
洋
史
皐
界
に
は
、
既
に
こ
の
よ
う
な
研
究

態
度
を
是
認
し
支
援
す
る
が
如
き
兆
候
が
現
わ
れ
て
来
て
居
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
極
め
て
警
戒
す
へ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

私
は
こ
の
際
東
洋
史
皐
閥
係
各
位
に
衷
心
よ
り
望
む
こ
と
は
、
課

に
開
す
る
諸
問
題
に
謝
し
て
殿
正
な
態
度
で
解
剖
の
メ
ス
を
徹
底
的

に
入
れ
て
貰
い
た
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
課
役
・
諜
口
・
不
課
口

-
課
田
な
ど
は
、
均
回
法
そ
の
も
の
、
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
税
役

法
・
戸
籍
法
に
於
い
て
は
、
重
要
な
制
度
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
等

の
用
語
の
意
味
を
正
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
、
均
回
法
及
び
そ
れ
と

関
連
す
る
税
役
法
・
戸
籍
法
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
は
我
が
班
回
収
援
法
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
然
る
に
現
在

我
が
東
洋
史
皐
界
で
主
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
課
の
解
棒
、
更
に
は

均
回
法
・
税
役
法
・
戸
籍
法
に
つ
い
て
の
諸
皐
設
は
、
主
と
し
て
仁

井
田
・
鈴
木
雨
氏
等
課
即
租
調
論
者
や
そ
の
同
調
者
の
も
の
で
あ

り
、
爾
氏
等
の
拳
設
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
護
展
せ
し
め
た
も

の
が
殆
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
拳
読
た
る
雨
氏
等
の
研
究
が
正
し

い
も
の
で
あ
り
、
良
心
的
な
も
の
で
あ
り
、
責
任
が
持
て
る
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
商
氏
等
が
主
張
す
る
が
如
き
文
献
が
現
わ
れ
て
来
る

筈
で
あ
り
、
必
ず
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
史
料
で
も
ソ
ッ
ポ
を
向
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
よ
う
な
事
態
は
起
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

出
渡
鳥
を
誤
れ
ば
如
何
に
努
力
し
て
も
、

そ
れ
は
徒
ら
に
誤
り
を
大
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に
し
且
つ
深
く
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
却
っ
て
率
問
の
進
歩
震
展
を

著
し
く
阻
害
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
と
な
る
か
ら
、
現
在
我
が
東
洋

史
皐
界
の
各
位
が
多
く
擦
り
所
と
し
て
い
る
仁
井
田

・
鈴
木
南
氏
な

ど
の
諸
研
究
に
劃
し
て
、
こ
の
際
原
文
原
典
や
関
連
せ
る
諸
拳
者
の

論
文
を
十
分
に
岨
晴
樹
参
照
し
な
が
ら
、
詳
細
な
批
判
検
討
を
加
え
て

貰
い
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
等
の
人
々
が
現
在
我
が
事
界
で
は

東
洋
史
撃
な
ら
で
は
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
非
暴
者
的
研
究

態
度
を
採
る
理
由
が
、
必
ず
判
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
判
っ
て
か
ら
、

初
め
て
耳
目
の
占
田
・
課
田
法
か
ら
唐
の
徳
宗
の
雨
税
法
質
施
ま
で

績
い
た
中
園
の
均
国
法
及
び
そ
れ
に
閥
蓮
せ
る
諸
制
度
の
虞
の
研
究



が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
を
、
私
は
こ
こ
に
確
言
す
る
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
十
数
年
来
、
謀
役
・
課
口
・
不
諜
口
・
課
田
の
解
揮
を

始
め
と
し
て
、
均
団
法
及
び
そ
の
税
役
法
・
戸
籍
法
に
つ
い
て
の
従

来
の
解
揮
が
誤
っ
て
い
る
事
賞
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
が
訂
正
を
ば
我

が
東
洋
史
皐
界
各
位
に
要
求
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら

多
数
か
ら
は
納
れ
ら
れ
ず
、
現
在
向
お
仁
井
田
・
鈴
木
南
氏
等
の
誤

っ
た
皐
読
が
我
が
皐
界
を
支
配
し
て
居
る
有
様
で
あ
る
。
こ
れ
は

つ
は
こ
れ
等
の
人
々
が
非
常
に
宣
停
に
力
を
致
す
が
故
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
等
の
人
々
は
単
に
論
文
だ
け
で
な
く
、
他
に

幾
多
の
事
典
類
や
概
読
書
な
ど
を
次
ぎ
次
ぎ
と
編
纂
し
著
作
し
て
、

全
く
寧
日
が
無
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
程
の
大
活
躍
を
さ
れ
て
居

る
が
、
そ
れ
等
の
中
に
記
載
さ
れ
る
も
の
は
専
ら
自
説
の
も
の
で
あ

り
、
自
読
に
都
合
の
よ
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
反
劃
皐
読
に
は
無

根
の
事
柄
を
さ
え
デ
ヴ
チ
上
げ
て
そ
れ
を
材
料
に
し
て
大
膳
且
つ
ま

こ
と
し
や
か
な
反
駁
を
さ
え
加
え
て
居
る
有
様
で
あ
る
。
こ
れ
等
が

我
が
皐
界
や
一
般
社
曾
に
及
す
影
響
感
化
は
測
り
知
る
こ
と
の
出
来

な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
影
響
感
化
に
よ
っ
て
我
が
東
洋
史
皐
者

の
多
く
が
、
自
然
と
こ
れ
等
課
即
租
調
論
者
及
び
そ
の
同
調
者
達
の
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一
言
行
を
、
無
批
判
・
無
傑
件
で
受
け
容
れ
る
に
至
る
の
で
は
な
い
か

と
、
私
は
思
っ
て
居
る
。
南
宋
の
大
儒
、
朱
嘉
が
朱
子
文
集
巻
四
十

八
答
品
目
子
約
一
で
「
大
凡
そ
書
を
謹
む
に
は
、

須
ら
く
こ
れ
心
を
虚

し
く
し
て
以
て
本
文
の
意
を
求
む
る
を
以
て
先
と
す
べ
し
」
と
言
わ

れ
て
い
る
如
き
態
度
を
ば
、
こ
の
際
我
が
東
洋
史
撃
者
各
位
が
採
ら

れ
、
課
即
租
調
論
者
な
ど
の
影
響
感
化
の
外
に
立
っ
て
、
全
く
白
祇

の
立
場
で
中
園
均
団
法
関
係
の
請
文
献
に
臨
ま
れ
る
こ
と
を
、
私
は

切
に
各
位
に
望
む
の
で
あ
る
。

私
は
最
後
に
断
言
し
て
置
く
が
、
現
在
我
が
東
洋
史
拳
に
載
せ
ら

れ
て
定
読
と
な
っ
て
い
る
中
園
中
世
の
回
制
・
税
制
・
日
制
と
一
一
一
一
一
回
う
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も
の
は
、
課
即
租
調
論
者
と
そ
の
同
調
者
に
よ
っ
て
、
中
閣
の
中
世

に
は
質
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
描
き
出
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
私

の
こ
の
断
言
が
誤
り
で
あ
る
か
否
か
、
無
根
の
事
柄
で
あ
る
か
否
か

は
、
課
即
租
調
論
者
と
そ
の
同
調
者
達
の
研
究
態
度
を
観
察
す
れ
ば

白
か
ら
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
中
圏
中
世
の
田
制
・
税
制
・
戸
制

は
、
中
園
だ
け
で
は
な
く
、

日
本
を
始
め
と
す
る
近
隣
の
諸
園
に
も

影
響
を
及
し
た
重
要
な
東
洋
史
上
の
諸
事
項
で
あ
る
。
首
時
の
律
令

は
均
団
法
を
中
心
に
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
、
決
し
て
過
言

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
嘗
時
の
律
令
を
見
れ
ば
自
か
ら
諒

知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
が
東
洋
史
拳
界
の
各
位
が
、
速
か
に
中
園
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中
世
の
田
制
・
税
制
・
戸
制
に
つ
い
て
正
確
な
知
識
を
修
得
さ
れ
て

我
が
東
洋
史
皐
の
誕
展
に
貢
献
さ
れ
る
こ
と
を
、
私
は
同
じ
東
洋
史

専
攻
の
一
員
と
し
て
、
各
位
に
切
望
し
て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。

設

ω宋
の
差
科
に
つ
い
て
は
、
李
煮
の
耐
領
事
凡
治
通
鑑
長
編
品
官
三
八
八
、
哲
宗
元

結
元
年
九
月
丁
丑
の
僚
に
、
吏
部
侍
郎
停
窃
食
言
、
籍
調
、
郷
村
以
ν
丁

出
ν
力
、
城
郭
以
=
等
第
-山凶
ν
財
、
調
a

之
差
科
目
相
輿
助
=
給
公
上
一

古
今

之
遜
道
也
と
あ
る
如
く
、
郷
村
は
カ
役
に
よ
り
、
都
市
は
財
力
に
よ
っ
て

官
に
傘
仕
す
る
を
差
別
杵
と
言
う
と
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
差
科
の
意
味
を

庚
く
し
た
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
の
意
味
の
差
科
は
郷
村
の
力
役
の
催
線
を

言
う
の
で
あ
る
。
練
費
治
通
鑑
長
編
舎
三
九
四
、
哲
宗
元
結
二
年
正
月
辛

己
の
僚
に
、
殿
中
侍
御
史
孫
升
言
、
(
上
略
)
而
差
役
之
法
、
行
=
於
郷
村
一
一間

不
ν
及
a
於
城
郭
(
(
中
略
)
城
郭
之
氏
、
祖
宗
以
来
、
無
ν
役
而
有
昌
科
率
一
科

率
有
ν
名
而
無
a
常
数
一
(
下
略
)
と
あ
る
如
く
、
都
市
の
財
力
に
よ
る
公
上

奉
仕
は
、
こ
れ
を
割
判
事
と
稽
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ω私
は
既
に
日
本
歴
史
第
一
一
七
続
(
昭
和
三
十
三
年
三
月
続
)
に
も
溌
表
し

て
置
い
た
如
く
、
昭
和
三
十
三
年
一
月
に
東
京
高
島
屋
で
開
催
さ
れ
た
数

燥
泌
術
展
の
出
品
物
の
一
つ
で
あ
る
第
二
八
五
窟
の
模
型
に
あ
っ
た
壁
鐙

に
は
、
大
統
四
年
及
び
大
統
五
年
の
年
抗
が
記
さ
れ
て
い
た
。
大
統
四
年

は
西
暦
五
三
八
年
で
あ
り
、
五
年
は
五
三
九
年
で
あ
る
。
こ
の
爾
貌
の
戸

絡
が
作
ら
れ
た
西
暦
五
四
七
年
よ
り
は
八
、
九
年
前
に
償
た
る
。
八
、
九

年
前
に
既
に
西
鋭
の
年
械
で
あ
る
大
統
が
敦
燈
の
壁
掛
車
に
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
西
線
の
支
配
醐
聞
が
既
に
数
燥
地
方
に
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す

の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
の
戸
籍
の
作
ら
れ
た
時
は
勿
論
西
線
の
支
配
下

に
あ
り
、
西
貌
の
制
度
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
見
倣
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
戸
籍
の
内
容
が
示
す
事
貨
は
、
私
が
既
に
騒

騒
逃
ベ
て
置
い
た
如
く
、
北
貌
・
東
貌
・
北
努
の
系
統
に
廊
す
の
で
あ
る
。

中
園
で
は

「
正
朔
を
奉
ず
」
と
の
一
言
葉
が
あ
る
如
く
、
年
放
さ
え
用
い
れ

ば
統
治
植
が
及
ん
だ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
も
閥
単
に
年
続

の
み
を
用
い
、
西
貌
の
制
度
は
未
だ
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
否
。
故

に
こ
の
戸
籍
を
西
貌
の
戸
籍
と
呼
ベ
ば
誤
解
を
生
ず
る
を
以
て
、
矢
張
り

繭
鈍
時
代
の
戸
籍
と
す
る
の
が
総
省
な
総
呼
で
あ
る
。
更
に
は
こ
れ
を
西

貌
の
計
帳
な
ど
と
見
倣
す
の
は
全
く
目
楳
が
は
ず
れ
た
見
解
で
あ
る
。

∞
唐
の
戸
籍
に
程
を
記
載
し
て
あ
る
の
は
、
郡
波
利
貞
博
士
の
歴
史
と
地
理

第
三
三
舎
に
載
せ
た
論
文
「
正
史
に
記
載
せ
ら
れ
た
る
大
麿
天
費
時
代
の

戸
数
と
ロ
数
と
の
関
係
に
就
き
て
」
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
併
図
々
立

圃
書
館
所
臓
の
戸
主
王
禽
蒋
の
戸
籍
に
「
計
租
二
石
」
と
あ
る
一
例
が
昭

和
九
年
頃
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
強
行
の
東
洋

文
化
研
究
所
創
立
十
五
周
年
記
念
論
集
(
匂
説
明
附
)
に
械
せ
ら
れ

て
い
る
山
本
達
郎
博
土
の
論
文
「
数
埠
褒
見
戸
制
田
制
閥
係
文
書
十
五
種
」

に
は
、
新
た
に
戸
主
郁
郷
郵
骨
の
戸
籍
に
「
計
布
二
丈
五
尺
計
胸
三
斤

計
租
二
石
」
と
あ
る
所
の
租
と
調
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
紹
介
さ

れ
た
。

ω雑
任
の
麿
律
に
見
え
て
い
る
例
を
穆
げ
る
な
ら
ば
、
阪
律
の
職
制
律
だ
け

に
つ
い
て
見
る
も
、
そ
の
官
有
s
員
数
-
の
候
文
「
諸
官
有
=
員
数
一
而
磐
置

週
ν
限
、
及
不
ν
感
ν
置
而
置
、
調
非
奏
一
人
杖
一
百
、
(
下
略
)
」
と
あ
る

援
者
、

に
射
す
る
疏
殺
は
「
官
有
-
一
員
敏
一
調
τ
内
外
百
司
雑
任
以
上
、
在
ν
令
各
有
ゆ

員
数
品
、
(
中
略
)
注

-z
、
謂
τ
非
=
奏
援
v
箸
ヘ
削
是
覗
六
品
以
下
、
及
流
外

- 72ー
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。
。

雑
任
等
、
所
司
判
補
」
と
設
明
し
、
同
じ
く
職
制
律
の
官
人
無
ν
故
不
ν
上
の

篠
女
「
若
因
v
飯
而
遠
者
、
一
日
答
二
十
、
(
下
略
〉
」
と
あ
る
に
劃
す
る
疏

議
は
「
官
人
以
下
、
雑
任
以
上
、
因
ν
給
v
俣
而
故
遠
、
並
一
日
答
二
十
、
(
下

略
)
」
と
説
明
し
、
同
じ
く
職
制
律
の
役
昌
使
所
s

監
臨
-
の
俊
文
「
師
役
s
使
非
ν

。
。

酔
己
主
酔
…
棚
田
説
明
外
官
及
雑
任
計
知
詳
臓
諭
ν
罪
、
止
昌
杖
一
百
一
其

臨臨品供
ν
己
駆
使
一
一
向
収
品
庸
直
-
者
罪
亦
如
v

之
L

と
あ
る
に
衡
す
る
疏
殺
は

「
非
ν
供
ν
己
、
謂
=
流
外
官
-
者
、調
T

諸
司
令
史
以
下
有
=
流
外
告
身

-43、船
b

調
a
在
ν
官
供
v
事
無
=
流
外
口
同
一
(
中
略
)
其
態
=
供
ν
己
騒
使
-
者
、
調
三
執
衣
・
白

直
之
類
、
止
合
a
供
v
身
駆
使
こ
と
説
明
し
て
い
る
。
次
に
麿
令
を
見
る
に
、

こ
れ
に
も
多
く
の
例
が
あ
る
が
、
た
だ
一
つ
重
要
な
例
の
み
を
事
げ
よ
う
。

そ
れ
は
我
が
養
老
の
賦
役
令
の
春
季
傑
文
に
あ
る
集
解
古
記
云
に
、
「
開
元

式
云
、
(
上
略
)
一
依
ν
令
、
援
ν
官
膝
ν
菟
=
謀
役
一
皆
待
=
鋪
符
至
一
然
後
注
菟
.

0

0

 

雑
任
解
下
腹
u
附
者
、
皆
依
-
-
解
時
月
日
一
様
徴
、
(
中
略
)
一
防
閤
・
疾
僕
・
色

。
。

土
・
由
直
等
、
諸
色
雑
任
等
、
合
ν
兎
=
謀
役
こ
と
あ
る
。
以
上
事
げ
た
唐
律
令

の
傑
文
の
中
で
、
律
の
役
旦
使
所
畠
監
臨
-
の
本
注
に
は
、
雑
任
を
寸
官
事
に

供
す
べ
き
も
の
」
と
言
い
、
疏
裁
は
「
官
に
在
っ
て
事
に
供
す
も
の
」
と

言
フ
て
、
雑
任
は
官
艇
で
義
務
的
に
執
務
す
る
も
の
と
読
明
し
て
い
る
。

更
に
疏
議
は
こ
こ
で
執
衣
・
白
直
の
類
は
個
人
に
輿
え
ら
れ
る
使
役
人
で

あ
る
と
し
て
、
雑
任
と
は
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
、
右
の
唐
令
の

例
と
し
て
翠
げ
た
集
解
古
記
に
引
け
る
開
元
式
の
中
に
あ
る
令
の
俊
文
と

思
わ
れ
る
も
の
に
も
「
防
閤
・
疾
僕
・
邑
土
・
白
直
等
、
諸
色
雑
任
等
、

云
云
」
と
あ
る
如
く
、
防
閤
・
由
直
な
ど
の
官
員
個
人
の
使
役
人
と
維
任

と
は
明
か
に
区
別
し
て
い
る
。
即
ち
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
は
、
唐

の
雑
任
は
専
ら
官
鹿
に
学
仕
す
る
も
の
を
稽
し
た
の
で
あ
る
。
雑
任
は
叉
r

唐
で
は
流
外
官
と
共
に
職
掌
人
と
し
て
線
抑
制
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ

の
例
は
通
典
の
職
官
篇
や
、
大
麿
六
典
の
戸
部
な
ど
に
見
え
て
い
る
。
更

に
は
又
こ
の
雑
佳
の
例
で
も
、
課
役
は
カ
役
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
こ

と
が
判
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
右
に
掲
げ
た
開
元
式
云
に
「
一
防
閤
・
疾

僕
・
邑
士
・
白
直
等
、
諸
色
雑
任
等
、
合
ν

克
二
疎
役
こ
と
あ
っ
て
、
雑

任
は
謀
役
を
苑
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
雑
任
の
身
は

既
に
雑
衝
の
特
殊
な
役
で
あ
る
雑
役
に
服
し
て
い
る
か
ら
、
他
の
雑
衡
や

歳
役
を
免
除
す
る
と
一
吉
田
う
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
雑
任
に
は
菟
体
関
さ
れ
る

。

。

。

。

課
役
の
語
に
封
し
て
、
唐
律
疏
議
で
は
役
使
な
る
語
を
嘗
て
て
い
る
。
即

ち
唐
律
の
詐
偽
律
、
詐
自
復
除
の
篠
「
卸
所
=
詐
得
予
復
ユ
役
使
一
者
、
徒
一
年
」

。
。

と
あ
る
に
射
す
る
疏
議
の
説
明
は
「
調
う
は
、
詐
っ
て
雑
任
の
類
と
な
り
、

役
使
を
復
菟
せ
ら
れ
る
を
得
し
者
は
、
徒
一
年
な
り
」
と
あ
る
。
雑
任
は

上
述
の
如
く
謀
役
を
免
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
雑
任
と
詐
っ
て
役
伎
を

菟
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、

謀
役
は
役
使
に
省
り
、
謀
役
が
力
役
で

あ
る
は
、
こ
の
こ
と
で
も
明
か
に
せ
ら
れ
る
。
更
に
は
文
、

こ
れ
等
雑
任

の
出
身
に
つ
い
て
は
、
私
は
明
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
れ
等

と
類
似
の
親
事
帳
内
に
つ
い
て
は
、
大
唐
大
曲
内
相
官
五
兵
部
に
「
凡
王
公
己

下
、
皆
有
畠
親
事
帳
内
一
六
ロ
叩
七
口
問
子
第
=
親
事
(
八
口
問
九
晶
子
ap-帳
内
ご

と
あ
る
如
く
庶
民
の
出
身
で
は
な
く
、
上
流
か
ら
出
て
居
る
こ
と
か
ら
し

て
、
雑
任
も
そ
の
出
身
は
庶
民
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
我
が
令

制
の
雑
任
も
矢
張
り
下
級
の
有
位
者
の
家
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。
又
既
に

こ
の
註
の
初
め
に
掲
げ
た
職
制
律
の
疏
議
に
「
流
外
雑
任
、
所
司
判
楠
」

と
あ
る
の
や
、
資
治
活
鑑
舎
二
百
唐
高
宗
紀
顛
康
二
年
の
記
事
の
終
り
の

所
に
あ
る
胡
三
省
の
註
に
「
雑
色
補
ν
官
者
、
調
Z

之
流
外
官
ご
と
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
雑
任
は
流
外
官
の
下
に
位
し
て
、
義
務
的
に
官

臨
で
執
務
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
我
が
養
老
の
職
官
制
で
は
、
こ
の
雑
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任
の
下
に
諸
国
か
ら
勤
定
進
上
し
た
仕
丁
即
ち
直
丁
・
駆
使

γ
が
あ
り
、

こ
れ
は
庶
民
が
取
ら
役
使
に
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
麿
の
制
度
に
も
こ
れ

に
類
す
る
駆
使

・
門
僕
の
徒
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
差
出
方
法
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
停
え
る
文
献
が
な
く
、
全
く
判
ら
な
い
。
第
一
節
で
俸
え
て
偉
い

た
所
の
北
貌
の
更
卒
、
北
賓
の
曹
丘
ハ
は
、
唐
の
駆
使
・
門
僕
、
我
が
仕
丁

の
根
源
に
他
な
ら
な
い
。

同
官
吏
を
は
じ
め
老
男
、
妻
妾
、
部
曲
奴
縛
等
は
力
役
の
外
に
租
や
調
ま
で

も
兎
除
さ
れ
る
と
言
う
誤
っ
た
知
識
を
こ
の
よ
う
に
仁
井
田
博
士
が
持
っ

て
い
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
同
博
士
が
課
を
租
調
と
誤
解
す
る
出
愛
鮎
を

な
し
て
居
る
。

同
博
士
は
そ
の
著
の
麿
朱
法
律
文
書
の
研
究
、
支
制
抑
身
分

法
史
、
中
園
法
制
史
な
ど
で
も
問
機
な
こ
と
を
逃
ベ
て
居
る
が
、こ
れ
は
全

〈
の
誤
り
で
あ
っ
て
、
中
園
の
身
分
法
で
は
、
周
躍
の
施
舎
の
制
度
か
ら

消
朝
の
滅
亡
に
至
る
ま
で
、
原
則
と
し
て
こ
れ
等
特
殊
階
級
の
人
々
に
は
、

力
役
だ
け
が
免
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
租
税
は
完
ぜ
ら
れ
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。
周
抽
眠
時
代
に
無
〈
て
後
に
毅
生
し
た
僧
侶
道
士
や
科
事
の
志
願

者
、
さ
て
は
大
皐
生
な
ど
も
い
ず
れ
も
力
役
兎
除
の
特
徴
だ
け
を
持

っ
て

い
た
。
し
か
し
仁
井
岡
博
士
ら
が
主
張
す
る
こ
れ
等
特
殊
階
級
は
力
役
の

外
に
租
税
も
完
ぜ
ら
れ
る
と
言
う
誤
っ
た
知
識
は
、
現
在
我
が
皐
界
で
は

始
ん
ど
接
関
上
の
常
識
と
な
っ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
私
の
極
め

て
遺
憾
と
し
慨
嘆
す
る
所
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
徳
川
時

代
で
は
篠
田
幽
谷
が
正
確
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼

の
著
書
「
動
決
或
問
」
を
見
れ
ば
判
る
こ

と
で
あ
る
が
、
近
頃
で
は
狩
野

直
官
官
先
生
が
こ

れ
に

つ
い
て
は
寅
に
該
博
な
正
し
い
知
識
を
持
た
れ
て
い

た
。
私
は
狩
野
先
生
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
現
代
で
も
唐

代
史
の
那
波
利
貞
博
士
、
宋
代
史
の
周
藤
吉
之
教
授
、
明
代
史
の
小
畑
詫

雄
教
授
な
ど
は
、
各
専
門
の
分
野
に
於
い
て
、
こ
れ
等
特
殊
階
級
の
身
分

法
に
つ
い

て
、
正
し
い
知
識
を
持
た
れ
て
居
る
。
又
故
加
藤
肺
訴
博
士
も
正

し
い
知
識
を
持
た
れ
て
い
た
。
位
官
者

・
老
人

・
子
供

・
疾
病
者

・
女
子

・
象
者

・
抽
出
道
な
ど
の
身
分
法
に
つ
い
て
、
東
洋
史
皐
界
各
位
が
速
か
に

調
査
さ
れ
る
こ
と
を
、
前
払
は
切
に
望
む
衣
第
で
あ
っ
て
、
こ
れ
さ
え
明
か

と
な
れ
ば
諜
の
諸
問
題
は
自
か
ら
解
決
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

先
ず
こ
の
制
度
の
起
源
を
な
す
周
曜
の
施
舎
と
唯
一記
の
王
制
篇
の
選
士

・

俊
土
か
ら
始
め
て
貰
い
た
い
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
三
年
七
月
十
六
日
稿
了
。
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附
託
本
稿
は
史
林
に
掲
載
す
る
旨
、
昭
和
三
十
三
年
十
一
月
夜
行
の
日
本

歴
史
第
百
二
十
五
号
所
載
拙
稿

「
我
が
古
代
の
雑
任
と
雑
色
人
と
入
色
者

に
つ
い
て
」
に
諜
報
し
て
置
い
た
が
、
都
合
に
よ
っ
て
本
誌
に
載
せ
る
こ

と
に
獲
更
し
た
。



of family system during the Han dynasty was the three-families system， 

but 1 must confess that his theory is already untenable in the light 

of the more detailed study which 1 hope to have attempted in this paper. 

The Relation between the Population Registers in the Liang Wei両親

Period with the Labour Conscription Record in T‘ang唐， and 

the Changes in the Sense of K'o課

Shizuo Sogabe 

Many population registers have been discovered at Tunhuaug敦煙 and

reviewed in the academic journals， but we have not found the account of 

corvee in these documents yet. However， the description of corvee can be 

found in the register documents of the Liang Wei period which have also 

been discovered at Tunhung and have recently come to our knowledge 

through the journals. 

The present paper is an attempt to elucidate the difference in con-

nection with the labour conscription record in T'ang， and the changes in 

the sense of k'o. 

A Note on Hsiao・Wang

Junρei Hagiwara 

The word hsiao・wang-tzudesignates the whole heads of the tribes 

which were active in Mngolia in the late Ming明 period. Dayan Khan 

and Altan Khan were their successors and one of their clans unified 

Mongolia. It has been said that the hsiao・wung-tzutribe was engaged in 

constant struggle against the Oirats in the process of unification of 

Mongolia. But according to Ming Shih Lu明実録 (TheVeritable Records 

of the Ming Dynasty)， the hsiao-wang-tzu kept intimate co-operation ‘with 

the Oirats through of Ismael in the formative period of the Ming Empire. 

The situation is made clear not only in the civil war in Mongolia but in 

its relation with China. The character of hsiao司wang-tzuwas different from 

that of the head of the Tartars at the beginning of Ming. 
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